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平成２３年塩尻市議会９月定例会 

経済建設委員会会議録 
 

○日  時  平成２３年９月１４日（水）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第１１号 平成２２年度塩尻市水道事業会計決算認定について 

 議案第１２号 平成２２年度塩尻市下水道事業会計決算認定について 

 議案第１３号 平成２２年度塩尻市農業集落排水事業会計決算認定について 

 議案第１４号 平成２２年度塩尻市駐車場事業会計決算認定について 

 議案第１８号 市道路線の廃止及び認定について 

 議案第１９号 平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中 歳出６款農林水産業費、７款商工費、８

款土木費、１１款災害復旧費 

 議案第２２号 平成２３年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第２４号 平成２３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第２５号 平成２３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第２６号 平成２３年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 陳情６月第１号 最低賃金の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める意見書を国に提出す

ることを求める陳情 

○出席委員・議員 

委員長   永井  泰仁 君     副委員長   西條  富雄 君 

 委員   横沢  英一 君      委員   青木  博文 君 

委員   中村   努 君      委員   塩原  政治 君 

委員   中原  輝明 君 

議長   永田  公由 君 

○欠席委員  

なし  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

庶務係主事   若林  智彦 君 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時００分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。昨日に引き続きまして議案審議を進めます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１１号 平成２２年度塩尻市水道事業会計決算認定について 

○委員長 議案第１１号の塩尻市の水道事業会計の説明が昨日ありまして終わったところでございますので、次

に質疑に入りたいと思います。質疑を行います。委員より御質問がありますか。 

○中村努委員 ３０ページの補償費と負担金、これちょっとそれぞれ内容を説明してください。 

○経営管理課長 まず補償費の関係になりますけども、宗賀水系の補償費ということで、給水を受けております

給水量に対しまして本山と境沢、関沢につきまして２９４万７，０００円、それと洗馬水系の補償費ということ

で沓沢湖水利委員会へ５００万円を支出しております。また、負担金につきましては、洗馬水系への負担金とい

うことで、失礼しました、洗馬水系の補償費でございますけれど、こちらにつきましては、松本市奈良井川土地

改良連合へ支出しております。 

 また負担金につきまして７３０万円余でございますが、洗馬水系の負担金ということで、烏川と沓沢湖水系関

連の負担金ということで７２８万７，０００円余、また片丘の水系に関しまして１万７，０００円余の支出をし

ているものでございます。 

○中村努委員 補償費と負担金の区別は、何が違うんでしょうか。 

○経営管理課長 担当係長から説明いたします。 

○庶務係長 補償費につきましては、水利の利用に当たりまして取水をした場合に、ほかの方がその水を使えな

くなる、少なくなる、そういったために補償費を払っているものでございます。負担金につきましては、沓沢湖

であれば、沓沢湖を管理していただくために沓沢湖委員会へ用水、そういった取水とか調整管理、そういった管

理をしていただくために負担金ということでお支払いをしているものでございます。 

○中村努委員 補償費については、これはあれですか、もう大分耕作面積も減って来ているとは思うんですが、

これは未来永劫に支払っていくものなんでしょうか。 

○経営管理課長 この補償費につきましては、今後、私どもも取水量が減じていくことも想定されますので、改

良区と調整しながら、今後協議しながらこの補償費について適正な価格へ導くよう検討してまいりたいと思って

います。 

○中村努委員 将来的にどこかの時点で打ち切りということは考えていないですか。 

○経営管理課長 今現在の沓沢湖につきましては、今後平成２５、２６年度におきまして本山浄水場の更新工事

が計画されております。その中で、受水量の、本山の受水量が半減してしまう状況に陥ります。その中で、沓沢

湖水源は非常に大切なものでありまして、これを利用しなければいけない状況が今後あります。その後につきま

しては、緊急性も含めて今後課題になってきますけれども、必要に応じた維持管理は必要になってまいりますの

で、それに合わせまして受水量に対する負担金等も今後も残っていくことが想定されます。 

○中村努委員 負担金はわかるんですけども。今後補償の必要がないと思われるところは、打ち切っていくこと

はないですか。 
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○中原輝明委員 おれが言うわ。その水利権のことについてはおれが一番わかるで。 

 これは昭和３６年の塩尻へ統合する時の水利権の関係で、これは皆さんがいろいろ言うことじゃなくて、水利

権者がすべてを放棄したということの中で補償を、補償っていうじゃない、水利権を放棄した代償だわ、これ。

ずっと続いているだ、これは。ここでああだ、こうだ言うような必要はなくて、地権者の水利権というものを洗

馬地区に上水道をやった時に、昭和２８年かな、２８年から始まって３０年に完成したわけかな、上水道。その

時の地権者の権利を放棄した、水利権者の放棄した補償。それが永劫に続いていくっていうのは、合併した時と

同時に続いているわけさ、そこは。水利権者だ。それで、水利権者が放棄しなきゃ、水利権の権利を放棄したと

いうことで、その補償。その水利権を放棄しなきゃ、水は一滴もない。それで、今まで、当初広丘へ導水管で、

３００の導水管でもってきたのが、広丘の地区の皆さんが水がないために導水管でもっていったと、こういうこ

とだ、郷原の配水池へ。そういう重要な水源地だよ、これは。そのための補償。補償という言葉は、水利権者を

先につけなきゃいけない。補足あったら言って。 

○水道事業部長 私どもの、今のお尋ねというのは、ある特定した水源のお話ではなくてですね、水道事業とし

ての総体的なお話というぐあいに認識しております。その母体といたしましては、御承知のとおりですね、給水

人口も平成２７年以降減ってくるというところもございますし、節水型ライフスタイルの進展等によりまして水

道使用量というのは、年々減ってきております。今後もそういう傾向が続くというぐあいに想定しておりまして、

水道事業部といたしましてはですね、水道ビジョンの中で水道システムの再構築事業というのを掲げております。

今後ですね、幾つかの浄水場は更新の時期を迎えておりますので、その時に過大な施設をつくらないようにとい

う意味合いの中でですね、その事業のほうを進めているわけですが、当然その折にはですね、今御契約していた

だいている、あるいは協定を結ばさせていただいている必需量がそれ以下になってくる状況であればですね、減

じたもので対応させていただきたいと思っていますし、今後ですね、水道水源として不要というぐあいな形にな

ってくればですね、また関係の皆様と慎重かつ丁寧に御相談する中で対応していきたいというぐあいに考えてお

ります。 

○横沢英一委員 今のとちょっと関連することなんですが、９ページのですね、沓沢水源の関係ですが、要は、

沓沢湖の関係で、沓沢の芦ノ田浄水場だと思うんですが、一日平均の配水量がですね、やっぱり６９５というこ

とですから７００トンばかしか給水してないわけですよね。たしか私どもいるころは、４，５００トンぐらいは

一日給水していたような気がするんですが、やっぱり大きな補償料っていうか、そういうものを払っているわけ

ですので、やっぱり活用する場合はしっかり活用する、活用しない場合はしっかり方向を出すというようなこと

も大事だと思うんですけれども。私は、沓沢湖というのは非常に水源としてはですね、多少は問題あるかもしれ

ないんですが、やっぱり緊急時の時にはですね、やっぱり大事な水源だと思うんですよね。以前、松塩水道用水

に油流入事故が発生して、あの時に吉田のほうへは水が送れなくなった時にですね、沓沢水源を最大限に活用し

て吉田とか広丘のほうへやったということで、こちらのほうからはほとんど苦情がなかったというような対応も

できるというようなこともありますので、そういうようなことも含めて総合的に検討をしていただきたいと思い

ますが、当面、ここ少ないっていう理由をちょっとお聞かせを願いたいと思います。 

○建設維持課長 芦ノ田浄水場水源であります沓沢水源にありましては、河川表流水が著しく減少する渇水期に

おいては、極めて貴重な水源であることは認識しております。しかしながら、湖沼水であるため、年々富栄養化
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が進み藻類の大発生によります水道水の臭気問題等によりまして、平成１８年に芦ノ田浄水場の運転を停止をし

た経過があります。その間、曝気槽の設置や粉末活性炭注入設備も設置を実施してきております。他の浄水場よ

りも水処理費用が多くなっていることから、維持管理費用を抑制するため水質のよい他の水源により市内の配水

量を調整しながら行っておりますので、先ほど質問がありました一日平均配水量は、他の施設に比較して少なく

なっております。 

また、松塩水道用水の耐震化工事が平成２５、２６年で予定しております。この工事期間中は、先ほども部長

のほうからちょっとお話がありましたけども、松塩用水の受水量が５０％に制限されるというような特殊事情も

ありますので、その間は芦ノ田浄水場を活用していきますが、水道ビジョンの中でも言っておりますけども、安

心でおいしい水の観点から持続的な事業運営を進めるため、効率的な水道枝管の維持管理を目的として施設の統

廃合、また総合的な検討を含めて今後も検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

○横沢英一委員 そこら辺は非常に、今後十分研究、検討をしていただきたいと思いますけれども、例えばです

ね、この沓沢湖を使っていかなくなるような方向を考えているというようなことになりますとですね、例えばこ

こ、８ページか、沓沢湖の防災システム改良工事の委託料っていうのがあるわけですね。防災、要は、堤が傷つ

いたりなんかした時にはサイレンが鳴るという、このシステムだと思うんですが。今回ですね、相当これまで沓

沢湖は堤体の補強だとかとですね、堤体のこっち側に、外側に押さえモールドをやったりしてうんと安全をみて

るわけですよね。そのほかに、水位もあんまり使わないようにっていうことで、満水面から相当下げてやってい

ると思うんですけれども、なおかつこういう、やっぱりシステムっていうのはあれなんですか、どんどん拡充し

てかなきゃいけないっていうことなんですか。って言うのは、もう先がある程度見えてくるということならば、

もう少しそこら辺は研究したほうがいいんじゃないかと思うんですが。と言うのは、水道がずっとこういうシス

テムを管理してかなきゃいけないということになると、非常にこれから財政も苦しい中ではという部分も出てく

ると思うんです。 

○建設維持課長 担当の係長のほうから御説明します。 

○上水道係長 この沓沢湖防災システムにつきましては、現在は堤体からの信号を芦ノ田浄水場まで持ってきま

して、そこでサイレン、これは３基、現在設置してありますけれども、芦ノ田浄水場と、あと岩垂の消防の詰所

と、こちらは消防のサイレンと共用しておりますけれども、こちらと、あとＪＡの岩垂の予冷センター、こちら

に３基設置してございます。それで、平成２２年度のこの防災システムの改良工事というのは、こちらのサイレ

ンで発報するほかに、これは塩尻農事放送農業協同組合、通称サラダトーク、こちらのほうのオフトーク設備に

接続をしまして、サイレンとオフトーク、その両方から非常時に発報するというようなことで充実を図っている

わけでありますけれども、今後のことにつきましては、いろいろ検討する中で、またこの３基等についても検討

が加わろうかと思いますけれども、下流域の岩垂地域の利用者の方々の不安というのは依然強いわけでありまし

て、そちらの水源として使用している以上、岩垂の方々の不安の解消に努めるという観点から、今のところ防災

システムの改良を行ったわけであります。また今後、浄水場の統廃合とかそういった問題が出てくるようなこと

がある場合にはですね、こちらの管理の方法等も含めて総合的に検討してまいりたいと、このように考えており

ます。 
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○横沢英一委員 わかりました。もう１点だけお願いします。鉛管改良をやっているということなんですがね、

これは大きな課題だと思っているんですが、今までに大体どのくらい終わってて、大体概算、あとどのくらい残

ってて、概算事業費としておおむねどのくらいの事業費が残っているか、そこら辺だけ教えてください。 

○建設維持課長 担当補佐のほうから説明いたします。 

○上水道係長 鉛管解消ですけども、平成１５年から行っております。それで、目標年度が今のところ平成３１

年度を目標としてございます。鉛管の総戸数ですけども、おおむね８，６００戸ございます。それで、平成２２

年度末で３，９８７件解消してございます。率にしまして４６％余です。あと残りが４，６１３件ございます。

そういったものを、年間おおむね６００件をめどにして解消しております。今現在ですけども、平成１５年から

の全体計画でいきますと、８億４，６００万円ほどの金額になろうかと思っております。以上でございます。 

○横沢英一委員 ありがとうございました。 

○中原輝明委員 今、鉛管を変えなきゃ８，０００の中で、あと３，５００くらい残ってるんだが、それは結局、

人間に害があるのか、漏水してるのか、どっちなの。鉛管自体が人間には害がなくて、今もう時期が来て破損す

るとかいうようなことの中で変えるわけか。害があるとすれば、早急にやらなきゃいけない。これは、基本だよ。

じゃないとすると、ずっと置いておいてもよけりゃ、一時的にかけなんでもいいが、早急にやるという意義はな

いの、あるの。 

○上水道係長 鉛管につきましては、過去のデータがございまして、一番使われているところはメーターの前後

で、配管が起こしやすいという形での鉛管を使われております。平成元年に厚労省のほうから鉛管の衛生対策と

いうことで通知が出ております。それで、平成４年に、鉛のほうの比率基準が、今まで０．１ミリグラムという

基準が０．０５ミリグラムというふうに厳しくなりました。その当時、その後に、平成１４年に今度、０．０５

ミリグラムという基準が、またさらに０．０１ミリグラムということで比率の基準が厳しくなりまして、鉛につ

いては当然、体内に入りますと抜けていきませんので人体には害はございます。ございますけども、実際どうい

う弊害があるかと言いますと、鉛管のところに水が滞留している状態、例えば旅行なんかにいった時に二、三日

水を使っていないという時については、その中の滞留している部分で鉛が溶出するという経過がございます。た

だそれは、その部分だけなものですから、朝一番にトイレを使っていただきまして、トイレで一回流していただ

きますとおおむねの水量がそういうふうに流れていきますので、それを通過すればもうほとんど鉛に害はないと

いうふうになっております。ですので、そういった水質基準に対応する中では、鉛管を解消していかなきゃいけ

ないという形での方策で行っているものです。 

○中原輝明委員 それだでさ、いけないは役人のな、役人がいけないだ、はっきり言やそうじゃん。そのたんび

かわるたんび。市役所も同じことだ。人がかわりゃ、また変わっちゃうでな。その辺をぴしゃっとしとかなきゃ

いけない、基本は。そうじゃん、役所だって人が、例えばさ、建設部長がかわりゃ、またとんでもないようなこ

とでひっくり返しちゃう。だで、そこを一連でやるような仕組みを、これは副市長、とってほしいな。継続性っ

ていうのを。新たに発生したものはともかく、すべての事業において、どう。そういう指導はしちゃいけない、

勝手にやれか。 

○副市長 今申し上げましたとおりですね、鉛管の解消につきましては、国の方針で国の基準が変わっています

んで、それに従って着々と、粛々とやっていると、こういうことでございます。したがいまして、担当がかわっ
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たらこの方針が変わるかと言えばですね、それはそうではありませんので。ただ、この水道事業の中で、それじ

ゃ一気にそれが解決できるかというとですね、なかなか、財政的なものもありますし、国の支援の方向性もあり

ますので、その辺を見極めながらできるだけ早めにこれを解消するように努力しております。こういうことでご

ざいますから、ここでかわったから、これをやらないということではございませんので、ぜひその点は御理解を

いただきたいと思います。 

○中原輝明委員 今の言ってるのはね、鉛管の話じゃないだよ。すべてのことが、市役所の、例えば中が、係長

か課長がかわると、今までの経過のあるのをさておいてだ、経過を知りながら変わってくはいいぞ。そうじゃな

くて、そのまま、こうじゃないか、ああじゃないかじゃなくて、前任者のやった続きの中で、おぞいとこ、いい

とこあると思うで、修正するのはいいがさ。急にパッと変わるってことはいけないということだ。それが、事務

引き継ぎの中にあるはずだ。それをしないようにお願いしたいということを、おれは言ってるわけ。 

○副市長 政策とか事業レベルの話ですから、これは当然、行政の継続性というのは担保されるべきでありまし

て、いろんな地元とのお約束なりですね、それから、経過の中で引き継ぐべきものは引き継いでいくと、こうい

うことを今までもやっておりますし、委員、何を御指摘されているかよくわかりませんけれども、担当がかわる

たびに変わるということでは、私はないというふうに思っております。ただ、いろんな情勢も変わってまいりま

すし、それから、財政そのものも常に変化をしているわけでございますので、それにあわせながら臨機応変とは

申しませんけれども、その時々に適宜ですね、一番最善の手を尽くすというのは、私は行政の務めだというふう

に思っております。ただ、その経過は大事にしながら、その経過をきちんと御説明をして変わるものであれば、

十分納得のいくような協議をしながら変えていくと。これが行政のあり方だというふうに考えております。 

○中原輝明委員 ちょっとこれ、要望で。副市長は、全くそれはそのとおりの話だと思うが、ここの皆さんは、

副市長にしても何にしても、職員のここのところが悪かったということは言わないわけ。みんな、自分の考えな

り、副市長と職員でも考えで一つにやっているということを言いたいと思うが、末端へいくとそうでもないんだ

よ。よく、そういう意見を吸い上げてやっていくようにしなきゃ。副市長は、それは理想のことを言うさ。ここ

は理想のことっきりだ。おぞいことは何も言わんだ。それで、おれが一番、副市長から言ってほしいのは、例え

ば、職員にそういうところもあるでしょうが、これからは気をつけるとかさ。そうじゃなきゃ、まずくない。何

でもいいっきりじゃ。副市長には、何もおぞいことは何もないわけだ。おれたちが聞いてると、それぞれにいろ

いろあるんだよな。そういうものを失くすためにも、副市長がしっかりしてちゃんと指導をしなきゃいけないと、

こういうことだ。それは要望。答えはいらないわ。 

○副市長 いや、答える。御意見ごもっともでございますんでですね、私どもの、あるいは部長、管理者の目が

届かないところにつきましては、ぜひ議員からも、あるいは市民の皆さんからも御指摘をいただいて、正すべき

ものはきちんと正すということでございます。 

○建設維持課長 今の鉛管に関して補足をさせていただきます。先ほど補佐のほうから説明したとおり、鉛管解

消については、年次的に随時行っておりますし、あわせて漏水管の布設がえもあわせて行っておりますのでよろ

しくお願いします。それと、鉛管解消につきましては、今、策定しておりますけども、実施計画の中でも平成３

１年をめどに解消する予定で計画を進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 それでは、私のほうから。３０ページの小曽部浄水場関係の修繕費用ですが、１，５６７万５，００
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０円余ですが、これ具体的にどんな修繕工事をやったか。 

○建設維持課長 小曽部浄水場関係の修繕については３件ありまして、主なもので言いますと、ろ過池の流入路

の改修工事が１，５１２万円かかっており、その他２件については係長から。 

○浄水係長 今、課長の説明がありました小曽部浄水場の修繕関係ですけれども、大きなものはその１件、あと

そのほかのものにつきましては、浄水場内のポンプ等の更新工事ということになっております。 

○委員長 ろ過池へ導水する補修ということですが、小曽部浄水場は、取水堰から自然流下だよね。取り込みは、

浄水場まで。具体的に直したっていうのは、導水管の部分を直したのか、着水池か、その辺のところをちょっと

説明して。 

○浄水係長 この小曽部浄水場のろ過池、流入堰の改修工事の内容ですけれども、ろ過池、小曽部浄水場のろ過

池は鋼板製のろ過池でありまして、こちらにつきましては、鋼板製ということもありまして塩素の影響を受けま

して流入堰の部分が大分さびが発生しておりまして、これは年次的に改修をしてきておりましたけれども、やは

り一番最後、上部部分の流入堰でトラフですとかが、沈殿池からろ過池へ入れるためのところの改修ですとか、

あと、流入堰の改修、交換を行ったものです。 

○委員長 平成２２年度の経営状態でありますが、経常収支比率が、平成２１年度が９７．６９、平成２２年度

が１０２．０５ということで改善をされているわけで、結構なことでございますが、これは、経常収益がふえた

のか、経常費用が減ったのか、この好転した要因はどういう要因でしょうか。 

○経営管理課長 担当係長から説明させていただきます。 

○庶務係長 経常収支比率の関係でございますけれども、全体的には経常収益がですね、前年に比べて、税込み

にはなりますけれども、経常収益、９．１％ほどふえているということがございます。あと、費用的な面では、

電気とか補修費が若干減ってきているということもあります。いずれにしても、去年は欠損金が出ていますけれ

ども、ことし、平成２２年度の収益では、損益計算書にもあるように２，６００万円ほどが利益になっていると

いうことで、収支が改善されてきているということが、今の原因ではないかということでございます。それから、

収益がふえて純利益が出たというところが、一番の大きな原因になっているかと思います。 

○委員長 これ山崎部長、簡単に言やあ、水道料が伸びたというふうな。 

○水道事業部長 先ほどの細井係長の説明のとおりでございまして、主な理由は経常収益、特に水道料金収入、

これが大幅に伸びた、好転したというぐあいにお考えいただければと思います。 

○中村努委員 ２８ページのボトルウォーターの販売収益ですが、これ、製造費用とか支出のほうで出てこない

ように思うんですが、これはどういうことでしょうか。 

○庶務係長 ボトルドウォーターの作製につきましては、平成２１年度予算でつくったものを現平成２２年度ま

で売ってございまして、それが売れたものがここに書いてある２２万円余になるわけでございますので、平成２

３年度にも、今回また２万本を新たに追加発注をいたしまして製造してございますので、平成２３年度にはまた

製造の分が出てきます。平成２１年度に出たものを平成２２年度に売ったので、平成２２年には製造の費用は全

く計上されてございません。 

○中村努委員 わかりました。 

○副委員長 教えてください。勉強させてください。水道料金の未収金についての時効等の理由により不納欠損
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と説明書に書かれておりますが、時効は何年なんでしょうか、教えてください。 

○経営管理課長 水道料金の時効につきましては２年という形になっております。 

○西條富雄委員 ありがとうございました。いいです。 

○中村努委員 それだけだと誤解しちゃいけないので、どういう場合の２年なのかということを、もうちょっと

丁寧に説明してください。 

○経営管理課長 係長のほうから説明させていただきます。 

○庶務係長 水道料金の時効につきましては、従前であると、水道施設というものは公のもので、下水道使用料

と同じ５年ということで解釈をされていましたけれども、平成１５年１０月に最高裁判決が出まして、その時に、

水道の契約、登記契約は私法上の契約ということで民法の適用を受けるという形に変わりました。それによりま

して、民法の適用を受けるものについては、民法にもあるんですけれども、水道の料金の債権については、消滅

時効が２年ということで、解釈が平成１７年に。最高裁の解釈が変わったのが平成１５年で、その後、総務省の

事務連絡等が平成１６年の１１月にありまして、現在は２年ということで、時効については、水道事業について

はそういうことでやっております。 

○中村努委員 要は、時効が始まる時ですけど、請求書を出して相手に届いていれば、それは時効は発生しない

ということでよかったですよね。 

○庶務係長 時効は２年ということで、届いてからということにはなるとは思うんですけれども、どちらにして

も時効が成立するのは、個人からの援用が必要なものですから、個人の方が、それについてもう債権がない、債

権というか、その権利がないですよということを本人が言ってくると時効が成立するという形にはなります。 

○中村努委員 だから、要は、請求書が届いて、ただ支払わないでいるっていうのは時効の対象にはならないよ

ということですね。 

○経営管理課長 そのとおりです。 

○水道事業部長 請求だけではですね、時効の停止要件には当たりません。そのためにですね、水道事業部の新

たな取り組みとしまして、平成２２年度から時効の中断をかけるためにですね、分納誓約という、相手方が支払

う意思を確認する書類を取りましてですね、時効に対応していきたいというぐあいに考えてますし、あと、先ほ

どちょっと細井係長のほうから話も出ましたが、あくまでも時効は２年という形になっておりますけども、債務

者のほうから、時効を受けた利益、時効の援用ですけれども、そういうものがなされない限りはですね、債権、

債務関係は継続していきますので、取れるところは引き続き料金の徴収のほうはしていきたいというぐあいに取

り組みのほうを進めさせていただいています。 

○議長 各浄水場のですね、耐震化についてはどんな計画をされてるのか。それと、地震の際に、送水管とか導

水管がやられた場合の給水体制というものについては、どんなふうに計画というか、策定されていますか。 

○上水道係長 各浄水場の耐震の関係ですけども、水道事業の中でも各浄水場の耐震一次診断を行いまして、今

現在、床尾浄水場の沈澱池につきましては耐震がされていないということで、本年度、実施設計を行いまして、

来年度耐震化という形でやってもらっております。あと、各浄水場につきましては、二次診断等をこれから行っ

ていくという形になろうかと思いますけども。配水池のほうにつきましては、応急給水拠点整備ということで市

内５カ所整備するということで、現在、上西条配水池と片丘西部配水池、この２カ所につきましては緊急遮断弁
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がついております。ですので、地震と、あと、過大流量と言いまして、管が破裂して水が流れた時には、弁が自

動的に閉まるという形で今、この２カ所の配水池につきましては整備が済んでいます。今年度につきましては、

郷原配水池、こちらにつきましては今、３，０００立法メートルと５，０００立方メートルの配水池がございま

して、こちらのほうに今年度事業で緊急遮断弁と、あとその道路を挟んで反対側に旧郷原配水池の跡地がござい

ます。そちらのほうを給水拠点としまして、給水車が入って水がくめるような形。それとあと、一般住民の方が

来られて水がくめるような形での拠点整備ということで、今年度事業として行う予定でございます。そのほかに

つきましては、長崎の配水池を改修していくということと、あと、吉田につきましては、吉田に深井戸がござい

ますので、そちらを災害時に給水拠点として整備をするという形で今、計画を進めてございます。以上でござい

ます。 

○委員長 ほかに。よろしいですかね。 

○上水道係長 済みません。今、５カ所でなくて、６カ所になりましたですね。 

○委員長 ほかには、よろしいですかね。それでは討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 特に反対の御意見がないようですので、議案第１１号平成２２年度塩尻市水道事業会計決算について

は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 御異議なしと認め、議案第１１号平成２２年度塩尻市水道事業会計決算については、全員一致をもっ

て認定すべきものと決しました。それでは、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１２号 平成２２年度塩尻市下水道事業会計決算認定について 

○委員長 議案第１２号平成２２年度塩尻市下水道事業会計決算についてを議題といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは私のほうから、議案第１２号塩尻市下水道事業会計決算認定につきまして御説明申し

上げます。それでは、塩尻市下水道事業会計決算書より説明いたしますので、初めに４６ページをお開きくださ

い。本市の下水道全体計画面積は１，７２９ヘクタールでございまして、それに対する面整備率は９７．３％で

ございます。人口普及率は９９．８％となりました。水洗化世帯数は２万９４３世帯となり、前年度に比べ２９

３世帯の増加で、水洗化率９５．４％となりました。年間有収水量は６２８万９，１４８立方メートルで、前年

度に比べ６万４，９０５立方メートル、率にしまして１％増でございます。有収率は８２．７％でありました。 

 浄化センターにおきます処理水量は７３０万１，６００余立方メートルで、前年度５３万６，３００立方メー

トルの増でございました。楢川処理場における処理水量でございますが、１７万７，７００立方メートルでござ

います。前年度１万５００立方メートルの減でございました。 

 イの建設事業の概況につきましては、塩尻処理区の汚水管管渠工事延長１，１１６メートルを実施し、農業集

落排水事業上田処理区の北小野処理区への統合に伴います汚水管工事延長２２６．１メートルを実施いたしまし

た。あわせて雨水管渠３路線延長２２７．６メートルを整備いたしました。また、塩尻市の浄化センターにつき

ましては、第２期再築更新工事としまして耐用年数に対する施設・設備・機械及び機器の改修を実施いたしまし

た。 
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４７ページのウ財政状況につきましては税抜きで申し上げます。初めに、収益的収入の収入額は２０億４７５

万円余で、その主なものが、下水道使用料１３億６，６３２万円余、他会計負担金６億３，０９４万円余であり

ます。これに対する支出総額は１９億８，２７５万円余で、その主なものは、委託料２億６，３１１万円余、減

価償却費８億２，６２７万円余、企業債利息５億５，９０４万円余等であり、収支差引２，２００万円余の当年

度純利益となりました。これによりまして、当年度未処理欠損金１億４，４９７万円余は、翌年度繰越欠損金と

して処理いたしました。 

４８ページをごらんください。資本的収支の収入総額は１０億９，７３６万円余でございまして、その主なも

のが、企業債６億２，７４０万円、他会計負担金３億９２１万円余、国庫補助金１億３，２３８万円余等であり

ます。これに対する支出総額は１８億４，４９２万円余で、その主なものは、建設改良費３億９，７６９万円余、

企業債償還金１４億４，７２２万円余等であります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額７

億４，８５４万円余につきましては、当年度消費税資本的収支調整額９９万１，０００円余、過年度分損益勘定

留保資金４億８，７２４万円余、当年度分損益勘定留保資金２億６，０３１万円余で補てんいたしました。 

次、６８ページをごらんいただきます。平成２２年度の経営成績をあらわします損益計算書でございます。損

益計算書につきましては税抜きで記載してございます。１の営業収益は、下水道使用料、一般会計からの雨水処

理負担金、高資本対策費負担金等が計上されておりまして、計１９億９，８１３万円余でございます。 

２の営業費用は、管渠費、浄化センター費、処理場費を計上しておりまして、計１４億１，２２３万円余でご

ざいます。 

営業利益は、営業収益から営業費用を引きました額で、５億８，５８９万円余になっております。 

３の営業外収益といたしまして、指定工事店登録更新手数料等の雑収益、また退職給与引当金が主なもので、

計６６２万円余でございます。 

４の営業外費用は、過年度に借り入れた起債の支払利息が大きく、５億５，９０４万円余が主なものでござい

ます。 

経常利益は、営業利益へ営業外収益を加算し、営業外費用を減じた２，９０４万円余となります。よって、当

年度純利益は、経常利益から特別損失を引いた２，２００万円余の利益計上となっております。また、当年度未

処理欠損金は、１億４，４９７万円余となっております。 

次に７２、７３ページをごらんください。下水道事業の財政状態をあらわします貸借対照表でございます。本

市は、約３９８キロメートルの汚水管渠、大小あわせまして１３７カ所のポンプ場、３カ所の下水処理場を設け

ております。建設費に膨大な投資を行い、その施設の管理運営をいたしております。平成２２年度の資産合計で

ございますが、４８７万８，８５２万円余を有しております。負債額が１７億５，２７３万円余、資本合計が４

７０億３，５７９万円余となっております。資本金と剰余金を合わせました資本金の合計は、４７０億３，５７

９万円余で、これに負債合計を合わせた負債資本合計は、資本合計と同額の４８７億８，５２７万円余となりま

して、バランスの取れたものとなっております。 

続きまして７５ページをごらんいただきたいと思います。収益費用明細書からそれぞれの科目につきまして、

項と目別にその概要を税込みにて説明させていただきます。まず、収益の部でございますが、款、下水道事業収

益、目、下水道使用料１４億３，４６３万円余は、収納率９８％、使用料対前年度比２．２％増、３，０９４万
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円余の増額でございます。目の他会計負担金、こちらは６億３，０９４万円余でございますが、地方公営企業操

出基準により一般会計が負担すべきものとしてのものでございます。 

次に項の営業外収益でございます。目、雑収益でございますが、１５４万円余でございますが、こちらにつき

ましては指定工事店登録更新手数料が主なもので、現在の指定工事店数１５８社でございます。 

項の営業費用でございますが、７６ページをごらんいただきたいと思います。目、管渠費でございます。５，

８３０万円余でございますが、管路施設、マンホールポンプ場の適切な維持管理により安定したサービスを提供

した経費でございます。節、委託料でございます。１，８３２万円余でございますが、マンホールポンプ場維持

管理業務委託料といたしまして１，６３５万円余は、１３７カ所の維持管理業務委託が主なものでございます。

節の修繕費２，５９６万円余でございますが、マンホールポンプの修繕費、また管路施設の修繕費でございます。

節の動力費でございますが、１，０３７万円余でございますが、先ほど申し上げましたマンホールポンプ場１３

７カ所の電力使用料でございます。私からは以上でございます。 

○浄化センター所長 引き続きまして７６ページの浄化センター費をお願いしたいと思います。３億９，６４１

万７，０７５円につきましては、塩尻市の浄化センターの７３０万トン処理水量でございますが、それと楢川処

理場の処理水量１７万７，０００トン余の維持管理、運転の費用でございます。 

７７、７８ページをお願いしたいと思います。主たるものを御説明申し上げます。この中の備消耗品費２０７

万８，８８７円でございますが、これは、施設用の備消耗品費ということで、脱臭用の防臭フィルター、あるい

は顕微鏡、硫化水素の測定器、ｐＨ計、機器の油脂類の備消耗品でございます。 

その下の委託料でございますが、２億２，４３０万８，８７４円でございますが、その主なものといたしまし

ては、２番目の清掃業務委託料でございますけれども、これについては、管理棟あるいは機械棟の清掃委託とい

うことでございます。それと、４番目の電気設備計測器点検業務委託ということで２１０万円でございます。こ

れにつきましては、放流の流量計、あるいは送風機の計測設備、あるいは環境監視制御の装置等の点検業務委託

でございます。６番目の公害測定委託料でございますが、４９１万６，１００円ということでございますが、こ

れにつきましては、放流水の水質測定、年２４回ですか、それと流入水質の測定１２回、それと汚泥分析の４回

ということで、これらの公害測定の委託料でございます。下から４番目の運転管理業務委託でございますが、こ

れにつきましては９，２４０万円ということでございます。内容につきましては、塩尻市浄化センターの処理能

力３万７００トンでございますが、その運転の管理ということで、内容といたしましては、汚水及び汚泥処理施

設の全過程の運転、あるいは監視業務、各種機器の点検、流入、整備、補修、整備、記録などの業務でございま

す。その下の脱水ケーキの処理委託料でございますが、これにつきましては、平成２２年度につきましては、汚

泥の処理５，４８４トンでございますけれども、処理委託業者につきましては４業者ありまして、うち３業者に

つきましては、セメントの原材料としての再処理と、そしてもう１社につきましては、路盤改良材などにリサイ

クル処理してやるということでございます。その下の汚泥貯留槽外清掃委託料でございますが、貯留槽の外の清

掃に汚泥の移送管の清掃等も入ります。１１５万５，０００円ということでございます。 

次に修繕費でございますが、６，１９５万円ということでございます。施設修繕費が４，６０７万３，８６３

円でございます。主な修繕の内訳といたしましては、ナンバー３の脱水機の軸受けの交換、あるいは本体ロール

の部分の塗装等で２，３８５万円余でございます。修繕工事が５件ありまして４，１５０万６，５００円という
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ことでございます。修繕引当金積立１，５８７万６，１３７円でございますが、これにつきましては、大規模な

修繕、あるいは突発的な修繕に対応するため、その修繕引当金積立ということでございます。 

次の工事請負費５８８万円につきましては、テニスコートの移設工事費でございます。移設の理由といたしま

しては、今、第２期の改築工事、機械棟のホッパーの増設工事をやっております。それに伴いまして、前は２面

ありましたテニスコートを１面に減らしてですね、その移設をしたということでございます。 

７８ページをお願いいたします。動力費４，２１２万５，９７７円でございますが、これは浄化センターの運

転します施設電気料ということで、年間３２２万８，３００キロワットというところでございます。前年に比べ

て約３．７％の減ということです。 

次に薬品費４，００４万１，７８６円でございますが、これは施設の浄化センターの薬品ということで、主な

ものは脱臭剤それと凝集剤ですか、それがそれぞれ３，１００万円というようなものでございます。 

その下の小野水処理場費でございますが、委託料１，８１２万９，９２８円でございますが、これについては

辰野町の小野水処理センターの維持管理委託料ということで、管渠施設、あるいは処理施設の維持管理等の、辰

野町に委託しているものでございます。 

引き続きまして、目の楢川処理場費でございます。２，２５７万５，５５４円でございます。これにつきまし

ては、処理水量、年間ですが１７万７，０００トン余の処理に伴います維持管理、運転の費用でございます。そ

の節の委託料でございますが、１，４４９万９，０８０円でございますが、その主なものについては汚泥運搬の

委託料ということで、年間１４４トンの運搬ということで９０７万７，７２０円。そこの運転管理業務委託料と

いたしまして５２１万８，５００円ということで、各種機器の運転操作、あるいは監視、点検、記録、日報・月

報等の作成等、行っているものでございます。その下の修繕費３２８万円でございますが、施設修繕費２６０万

４，０００円でございます。主なものにつきましては、主ポンプの修繕、そして消防水のポンプ、破砕機の修繕

等が主なものでございます。その下の修繕引当金積立が６７万６，０００円ということでございます。その下の

動力費１９０万１５円、これにつきましては楢川の施設電気料ということで、運転する電気料ということで、１

１万９，７３１キロワットを年間使ったということでございます。その１つ下の負担金２６５万６，０００円で

ございますが、木曽広域の連合負担金ということで、旧楢川村の時にですね、汚泥を上松町の汚泥集約センター

のほうへ持って行っていたものでございまして、その汚泥集約センターを建設した時の起債の償還分ということ

で、２６５万６，０００円でございます。私からは以上でございます。 

○委員長 簡潔にお願いします。 

○経営管理課長 ７９ページをごらんください。項、営業費用の水質規制費でございます。６６４万５，０００

円余につきましては、職員１名分の人件費と特定施設の事業所１０カ所の水質検査が主なものでございます。 

次に目、普及促進費でございますが、節の補助金及び交付金といたしまして４５万２，０００円余。こちらに

つきましては、排水設備改造資金利子補給金で、融資件数６５件分でございます。 

目、業務費の５，２６２万５，０００円余でございますが、人件費また下水道使用料徴収の事務手数料等で、

上水道へ委託したものが主なものでございます。 

総係費４，８７７万７，０００円余でございますが、経常経費が主なものでございます。 

８１ページをごらんください。目、減価償却費のうち、節、有形固定資産減価償却費につきましては８億２，
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４５３万円余でございますが、取得価格より残存価格を除いた額を耐用年数で割ったものでございます。 

次に目の資産減耗費でございます。６３９万円余でございますが、市街地再開発事業等に伴う排水施設撤去に

かかわる除却費でございます。 

８２ページをごらんいただきたいと思います。項の営業外費用でございます。節の企業債利息でございます。

５億５，９０４万円余につきましては、過年度に借り入れた起債の利息で、３８３件になります。明細について

は８８から９８ページをごらんいただきたいというふうに思います。 

目の消費税でございますが、４，２５９万円余につきましては、仮受け消費税と工事費等でお支払いしている

仮払い消費税との差額を納付したものでございます。 

目の繰延勘定償却４３８万円余につきましては、上下水道料金システム開発費の償却費でございます。 

項の特別損失でございます。７３９万円余でございますが、平成１７年度分不納欠損等の未納金７３８万円余

と過年度収益修正還付金１万１，０００円余でございます。私からは以上でございます。 

○建設維持課長 続きまして８３ページをお願いします。資本的収入支出の明細について御説明申し上げます。

資本的収入であります１１億１，４８６万円余につきましては、企業債が２億２，７４０万円、資本費平準化債

が４億円。 

負担金の３億４，８４６万円余につきましては、他会計負担金３億１，９０５万４，０００円、建設工事負担

金６１８万２，０００円余、受益者負担金が２，３２３万２，１００円となっております。 

補助金でありますけども、国庫補助金として１億３，９００万円、これは社会資本整備総合交付金といたしま

して、雨水渠並びに浄化センターの国庫補助対応分の補助金であります。 

８４ページをお願いします。資本的支出でありますが、１８億６，３４１万円余であります。建設改良費４，

１６１万９，０００円余でありますけども、公共下水道事業管渠施設費といたしまして２億４３８万円余であり

ます。そのうち委託料でありますけども、１，６９４万９，０００円余でありますけども、これは公共下水道等

の実施設計委託料といたしまして長寿命化計画策定等の継続分であります。工事請負費でありますけれども、１

億８，４６９万７，０００円余でありますけども、管渠工事、これは広丘野村等の雨水線工事１４工区を行いま

して、延長１，１１６．１メートル分の９，９３０万円余であります。雨水渠の工事、これは雨水渠の奈良井川

右岸５－１号線と田川左岸３－１号線合わせまして、２２７．６メートル、８，３５０万８，０００円余であり

ます。道路復旧工事につきましては、関連します４２６平方メートルにつきまして１８５万円余であります。次

の補償費でありますけども、１４５万６，０００円につきましては、水道施設等の移転補償費であります。 

次、処理場建設費のうち、委託料１億６，０２０万円でありますけども、これは塩尻市浄化センターの２期工

事分の建設工事委託料１億３，５２０万円と、平成２３、２４年度施工分の浄化センターの実施設計業務委託料

２．５００万円であります。 

次、特定環境保全公共下水道事業管渠施設費２，５０５万円余でありますけども、委託料でありますけども、

４９万５，６００円でありますけども、これは特環の下水道等実施設計委託料、奈良井川の国道拡幅工事に伴い

ます実施設計の委託料であります。工事請負費２，２５２万５，６５０円でありますけども、管渠の工事費、上

田地区、宗賀地区、奈良井地区の３工区合わせまして２８０．７メートルの管渠工事費であります。 

続きまして８５ページをお願いします。企業債償還金でありますけども、１４億４，７２２万円余であります
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けども、企業債償還金として１億３，９２８万１，０００円余であります。合わせて、資本費平準化債償還金が

５，４４１万２，０００円余となっております。私のほうは、以上です。 

○委員長 この際に申し上げます。午前１１時２０分まで休憩をします。 

午前１１時０６分 休憩 

        

午前１１時２０分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。それでは、下水道事業決算でございますが、説明が終わ

りましたので質疑を行います。委員より御質問がありますでしょうか。 

○副委員長 説明７７ページの下から２行目、修繕費の備考欄に修繕引当金積立ってありますが、この積立につ

いて、引き出した実績とかそういうのはありますか。ずっとこのまま使わずに貯まってきているんでしょうか、

その辺教えてください。 

○庶務係長 修繕引当金につきましては、過去の経過は私のほうでは、ちょっと今わかりませんので、また後ほ

ど調べさせていただきますけれども、今現在の積み立てといたしましては、貸借対照表の中で、７３ページにな

りますけれども、修繕引当金ということで１億９５０万円余ありますので、これだけは今のところ積み立てをし

てあるということで、今までこれを引き出して修繕を行ったかというのはちょっと調べさせていただきたいと思

いますのでお願いいたします。 

○副委員長 私も不勉強で済みません。私は、引当金がどんどん、どんどん膨らんでいっちゃった場合には、そ

この部分が隠れたお金になってきますが、そういうことはあるんでしょうか。年々ふえてるんでしょうか。 

○水道事業部長 基本的には積立金のほうは、当年度予算に対して使います修繕費の残りをですね、引き当てて

いるような形、引当金として積み立てている状況です。先ほど細井係長のほうから話がありましたとおり、貸借

対照表では今のところ１億４，０００万円強の金額が積み立てできてます。これの使途につきましてはですね、

地震等の災害時、緊急的な修繕等が必ず必要になります。そういう場合のためにですね、積み立てをしているも

のでございまして、ちょうど水道事業会計のほうでは約２億円強くらいのところまで積み立てておりますので、

そのくらいまではですね、修繕の引当金の積み立てのほうは継続していきたいというぐあいに考えております。 

ただ、使用料、収益状況を見る中ではですね、なかなか使用料収入が上がらずにですね、厳しいような予算計

上がある場合については引当金を取り崩しまして、表収益を計上してですね、年間の予算を立てるということも

考えてはおります。 

○副委員長 ありがとうございました。２億までというめどもいただきましたのでわかりました。ありがとうご

ざいました。 

○委員長 この下水道につきましては、当年度の純利益が２，２００万円余ということであります。それから、

処理区も北小野・上田処理区の統合ということで、下水道の決算としては大変いい方向でやっているというふう

に見受けられますが、ただ１点、７７ページの浄化センターでね、テニスコートの移転工事が５８８万円という

ことで、２面を１面にしてこれだけの金がかかっているけれども、これは全部上の土を取って工事をやって戻す

と、そういうことで１面にしちゃかなり高い工事だと思いますが、具体的に説明してほしいと思います。 

○浄化センター所長 ２面というのは、当初２面あったのは南北に２面あったということで、今回、先ほど申し
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たとおり増改築したことによって、テニスコートが邪魔って言やおかしいんですが、ちょっと移設しないと増築

できないという形の中で、今度は１面を今度は何て言いますか、中央道と平行するような形で、要は東西ってい

うような形で移設、横にしたと、平行にしたというような形の方法で、主なあれにつきましてはネットフェンス、

テニスコートの中へ、場内へ入られるとちょっと危険ですので、それに伴いますネットフェンスとか、そういう

ものの費用がかかったということと、当然、南北を今度は東西にしたことによってコートが形状が変わったとい

うことで土の入れかえ等も工事費としてみると。 

○委員長 そうすると、２面を１面に減らすことは、地元の吉田区だか関係者っていうか、皆さんは了解してい

るわけですか。 

○浄化センター所長 これにつきまして地元って言いますか、平成２１年度、移設する前年度ですけれども、平

成２１年度に多分６月、７月ころと、それで１２月、平成２１年度のですね、１２月に、２回ほど地元とですね、

話し合う中で覚え書きをですね、維持管理等の地元との覚え書きを結んでですね、維持管理については地元とい

うような形で今、話し合いをしたところでございます、移転について話し合ったんです。 

○委員長 一般的にはね、テニスコートっていうのは南北につくるのが試合の開催っていう時にね、ちょっと東

西方向につくるってのは偏るけど、まあ公式なコートじゃないでいいかもしれませんが、いずれにしても２面あ

ったのが１面ということと、これだけ、ファクターの部分フェンスでおおたってね、そういうことだと思います

が、地元とトラブルにならないようにお願いをしておきます。 

○青木博文委員 ちょっと簡単な質問で申しわけございませんが、現在水洗化率がですね、９５．４％であるわ

けでございますが、全戸水洗化の推進については、どんなようなお考えでしょうか。 

○委員長 どなたか、だれでも、わかる人。 

○建設維持課長 水洗化につきましては、先ほどのとおり公共下水道の区域、また農集配区域につきましてはそ

れぞれ、農集は別ですけども、公共下水道と環区域につきましてはそれぞれ汚水管を布設している箇所につきま

しては、ほぼ水洗化していただいておりますけれども、各家庭の事情等もありましてまだ水洗化になっていない

部分もありますので、広報を含めたり、それぞれの計画を通してまた水洗化について御協力願うように進めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○青木博文委員 上下水道のですね、未収金の件なんですが、少しは減っておるわけですが、現在５，６００万

円ぐらいあるわけでございますが、この辺の収納率を上げる対策というのは何かお考えでしょうか。 

○経営管理課長 まず昨年の対応でございますけれども、毎月になりますけれども、給水停止等を行いまして収

納率を上げる。また、先ほど部長からもありました分納誓約書等もいただきまして収納率を上げると。また、昨

年度は２月、３月におきまして、水道事業部を挙げまして月間といたしまして事業部で取り組んでまいりました。

今年度につきましても、この９月、１０月にかけまして、また年度末におきましても事業部を挙げて対応すると

いうふうに、現在考えているところでございます。以上でございます。 

○中村努委員 コンビニ収納ですが、普通の金融機関より手数料がいくらか高いとは思うんですが、この費用対

効果を総括的にどういうふうに考えていますでしょうか。 

○委員長 わかる人。 

○水道事業部長 コンビニ収納につきまして、今、御指摘のとおりですね、一番収納にかかる費用といたしまし



16 
 

ては高額になっています。１件当たり税込みで５６．４円か、というような状況で、あとは口座振替あるいは窓

口の対応になりますが、口座振替のほうがちょっと詳細は後ほど料金係長のほうから説明させますけども、口座

振替とか窓口払いのほうが安価であることはあるものですから、こちらのほうは、水道事業部としてはですね、

促進はさせておりますけども、やはりですね、２４時間支払いが可能だというコンビニのほうが年々ふえており

まして、今年度ですか、平成２２年度におきましては３万８，０００件強がですね、コンビニ収納の振込になっ

ていると。これは、前年度対比３，７００件というような状況です。全体に占める割合でまいりますと６．２％

というような形でございますけども、これによりまして約８，６００万円が入っていると。確かに手数料は高い

ですけども、滞納の抑制にはなるという評価をさせていただいてですね、こちらのほうもコンビニ収納のほうは

継続していくという状況でございます。個々の単価については担当係長のほうから説明いたします。 

○料金係長 今のコンビニ収納でございますが、今は水道料金の１０．７％ほどを占めてございまして。 

○水道事業部長 単価を説明してください。 

○料金係長 単価ですね。１件当たり５２円でして、それに消費税がつくという単価でございます。大体、月に

二十何万、２０万円ぐらいほど払っております。料金を払う方はですね、２４時間いつでも払えるということで、

それを希望する方も数多くなっております。 

○中原輝明委員 ７８ページの上段の薬品と、下段の薬品の差があるだけども、上段のほうは、数字を言やあ目

についちゃっていけないが、上段のほうは下水道、下は楢川地区だが、この比率があんまり多いような気がする

がさ、金が、１億に近いだけどさ、楢川は。薬品。 

〔「９万７，０００円」の声あり〕 

○中原輝明委員 間違えた。悪い、悪い。けた違い。取り消します。 

○副委員長 その薬品のことでちょっとお伺いしたかったんですけども、凝集剤等の件で。今、凝集剤は何をお

使いでしょうか、ちょっと教えていただけますか。 

○浄化センター所長 係長のほうから。 

○浄化センター担当係長 高分子凝集剤を使用しております。 

○副委員長 その辺につきまして、大分ダイオキシン発生だとか等々の問題で切りかえている部分があると思う

んですが、そういったことはありますでしょうか。いわゆるパック。パックじゃなくて、塩化第二鉄。 

○浄化センター担当係長 塩素を使ったものではないです。 

○副委員長 それがわかればいいです。塩素を使っているのであれば、ダイオキシンが発生するということで切

りかえておりまして、切りかえていれば単価も下がってくるものですから。４万使っていらっしゃる中について、

予算はどうなのか質問したかったんですけど、それはいいです、却下します。 

○議長 ６０ページのね、浄化センターの脱水ケーキの処理の委託の関係ですけど、これが６社に委託されてい

るようですけども、契約、例えば何年契約とか、そういった契約内容っていうのはどうなってますか。 

○浄化センター所長 毎年ですね、その４社につきまして見積もり入札を行っておりまして、毎年その単価で、

入札した単価で処理していただくということですので。 

○議長 量的なものは、量っていうか、単価を決めて量を掛けるわけだね。 

○浄化センター所長 単価を決めて量を掛けて幾らと。処理幾らということでございます。 
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○委員長 ほかにありますか。よろしいですかね。 

 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、ないようですので、議案第１２号平成２２年度塩尻市下水道事業会計決算については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 御異議なしと認め、議案第１２号平成２２年度塩尻市下水道事業会計については、全員一致をもって

認定すべきものと決しました。それでは、次に移ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１３号 平成２２年度塩尻市農業集落排水事業会計決算認定について 

○委員長 議案第１３号平成２２年度塩尻市農業集落排水事業会計決算についてを議題といたします。説明を求

めます。 

○経営管理課長 それでは、塩尻市農業集落排水事業会計決算書によりまして説明させていただきます。１００

ページをごらんください。業務の状況について申し上げます。農業集落排水事業につきましては、上田処理区を

特定環境保全公共下水道事業の小野処理区に統合いたしまして、施設の効率的な運用を図りながら事業運営に努

めてまいりました。年度末の対象区域内世帯数及び人口につきましては、２，１１３世帯、６，７４２人で普及

率は１００％となりました。水洗化世帯数は１，８４１世帯となり、水洗化人口は６，０８４人で、水洗化率は

９０．２％でした。年間有収水量は５２万６，８１３立方メートルで、前年度に比べ２，５９７立方メートル減

少し、有収率は９２．９％でございました。 

 イの建設事業の概況でございます。上田処理区の統合によります上田処理施設内の機械設備等の撤去工事と、

贄川処理区で汚水支線工事１４．５メートル等を実施いたしました。 

 ウの財政状況につきましては、初めに収益的収支の収入総額は、３億３，５５０万円余でございます。その主

なものでございますが、農業集落排水施設の使用料が１億６３９万円余、他会計負担金が２億２，９００万７，

０００円等でございます。これに対する支出総額は、３億３，０８２万６，０００円余。その主なものでござい

ますが、委託料の３，３８３万８，０００円余、減価償却費１億３，７８９万円余、企業債の利息８，０２６万

８，０００円余でございます。１０１ページでございますが、収支の差引４６７万４，０００円余で、当年度純

利益がありました。これによりまして、当年度未処理欠損金が３，４１９万５，０００円余、翌年度繰越欠損金

として処理いたしました。 

 資本的収支でございますが、収入総額が６，３５８万２，０００円余。その主なものでございますが、他会計

負担金で６，１４１万５，０００円余、受益者負担金２１６万７，０００円余等でございました。これに対しま

す支出総額が１億９，２９５万９，０００円余。その主なものは、建設改良費で２０２万５，０００円、企業債

償還金で１億９，０９３万４，０００円余等でございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額、１億２，９３７万６，０００円余につきましては、過年度分損益勘定留保資金２，５７７万５，０００円

余、当年度分損益勘定留保資金１億３６０万１，０００円余で補てんをさせていただきました。 

次に１１５ページをごらんください。平成２２年度の経営成績をあらわします損益計算書でございます。損益
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計算書につきましては、税抜きで記載してございます。収益の１営業収益でございますが、農業集落排水施設使

用料、また一般会計からの負担金等が計上されておりまして、３億３，５４７万円余でございます。２の営業費

用でございますが、管渠費、浄化センター費を計上しておりまして、計２億４，７９０万円余でございます。営

業利益につきましては、営業収益から営業費用を抜きました額で８，７５６万円余。４の営業外費用で、支払利

息が主なものでございまして、経常利益は４７７万２，０００円余でございます。当年度純利益につきましては、

４６７万４，０００円余となっております。 

次に１１９ページをごらんいただきたいと思います。農業集落排水事業の財政状況をあらわします貸借対照表

でございます。本市におきましては、約７０キロメートルの汚水管渠、大小合わせまして６１カ所のポンプ場、

９カ所の下水処理場を設けております。その施設の管理運営をしております。平成２２年度の資産合計でござい

ますが、８８億４４９万円余を有しておりまして、負債額が次ページにございますが、２，４２９万円余でござ

いまして、資本合計が８７億８，０１９万円余になっております。資本金と剰余金を合わせた資本の合計は８７

億８，０１９万円余でございまして、これに負債額を加えた負債資本合計は、資本合計と同額の８８億４４９万

円余となっておりまして、バランスが取れたものとなっております。 

それでは、１２２ページから収益費用明細書に基づきまして、項と目別に内容を税込みで説明させていただき

ます。まず収益の部でございますが、農業集落排水事業収益といたしまして３億４，０８２万円余。こちらにつ

きましては、目の農業集落排水施設使用料１億１，１７１万円余でございまして、収納率につきましては９８．

６％でございました。また、目の他会計負担金でございますが、２億２，９００万円余で、これにつきましては

地方公営企業操出基準によりまして一般会計から負担していただいているものでございます。 

次に１２３ページをごらんいただきたいと思います。項の営業費用のうち、目、管渠費１，８６１万円余につ

きまして、主にこちらにつきましては、管路施設、マンホールポンプ場の適切な維持管理によりまして安定した

サービスを提供した経費でございまして、節の委託料４１７万円余につきましては、マンホールポンプ場維持管

理業務委託料として、６１カ所の維持管理業務を委託したものでございます。節の修繕費９８５万円余でござい

ますが、こちらにつきましては、マンホールポンプ６カ所の修繕工事を実施いたしまして機能維持を図ってまい

りました。私からは以上でございます。 

○浄化センター所長 それでは、目の浄化センター費でございます。６，３３２万３，７６６円でございますが、

これにつきましては、農集８カ所、それと集合排水処理、若神子地区ですがこの１カ所、合計９カ所の処理水量

５６万７，０００トンによります運転の費用ということでございます。その下の委託料でございますが、３，１

３５万８，２６８円でございますが、そのうち浄化センター管理委託料１，４３１万１，５００円ということに

つきましては農集の維持管理、３社による委託ということでございます。その下の汚物汲取等委託料、これにつ

きましては、農集の汚泥の運搬委託ということで年間２，２９２トンの委託ということでございます。その下の

上田農業集落排水処理施設清掃業務委託料１８９万円でございますが、これにつきましては、上田の農集が小野

水処理センターへ接続したことによりまして、その上田の農集の利用といたしまして防火水槽の後利用として地

元に利用していただくために、ポンプ槽とか沈殿槽、濃縮槽などを清掃したということでございます。約７５８

平方メートルほど清掃したということでございます。 

 次に１２４ページをお願いしたいと思います。修繕費でございます。１，３２０万１，６５０円でございます
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が、これについては施設修繕費ということで、主なものにつきましては、勝弦、東山、岩垂農集の引き抜きポン

プ、あるいは攪拌機、送風ポンプ等の修繕で５件ということでございます。それと、小さな修理２４万４，００

０円がかかりました。その下の工事請負費でございますが、先ほど申したとおり、上田農集が小野水処理センタ

ーへ接続したことによりまして、その建屋でございますが、制御盤あるいは曝気装置、あるいは機械設備等の撤

去費用でございます。後利用といたしましては、防災の備蓄倉庫として今後利用していく方針でございます。動

力費でございますが、１，２９５万２，２９２円でございますが、これは農集の運転の施設電気料ということで、

８６万５，５３７キロワットということでございます。以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、目の業務費６０８万円余でございますが、こちらにつきましては人件費、農業集

落排水施設使用料徴収の事務手数料等で、上下水道へ委託したものでございます。目の総係費９８２万円余でご

ざいますが、経常経費が主なものでございます。 

 １２５ページをごらんいただきたいと思います。目の減価償却費１億３，７８９万円余につきましては、有形

固定資産減価償却費でございます。 

 項の営業外費用でございます。８，６４８万円余でございますが、節の企業債利息としまして８，０２６万８，

０００円余でございまして、過年度に借りました起債の利息で１８５件になります。明細につきましては、１３

０ページから１３５ページをごらんいただきたいと思います。 

目の消費税でございますが、３６６万円余でございまして、こちらにつきましては、仮受け消費税よりも、工

事費等で支払いしております仮払い消費税の差額について納付したものでございます。雑支出２５５万円余につ

きましては、平成２２年度の消費税納付額でございます。私からは以上でございます。 

○建設維持課長 １２６ページをお願いします。資本的収入支出の明細書でありますけれども、資本的収入の６，

３６８万４，０００円につきましては、他会計負担金６，１５１万円、受益者負担金が２１７万４，０００円と

なっております。 

１２７ページの資本的支出をお願いします。１億９，３００万円余につきましては、道路建設改良費、農業集

落排水事業管渠施設費でありまして、工事請負費といたしまして贄川汚水線工事のＬ１４．５メートルを布設し

たことによります２１２万６，０００円余であります。 

企業債償還金でありますけども、１億９，０９３万円余でありますけども、企業債償還金として償還したもの

でありますのでよろしくお願いします。以上であります。 

○委員長 この際申し上げます。午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時５１分 休憩 

      

午後１時００分 再開 

○委員長 休憩を解いて再開をいたします。 

先ほどの西條委員の質問に対して答弁ができるようですので、答弁を求めます。 

○庶務係長 先ほどの下水道事業の関係のところで、修繕引当金の取り崩しがあったかどうかという質問でござ

いますけれども、平成１７年から企業会計になってございますけれど、それ以来、取り崩しはしてございません

ので御報告いたします。 
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 あともう１点、水道料金と下水道料金等の取り扱いの手数料のところでですね、ちょっと報告をしていなかっ

た部分がございまして、口座の振替の手数料については１０．５円、税込みですけども１０円５０銭。あと窓口

払いにつきましては３１円５０銭ということ、あとコンビニについては５４円６０銭ということになってござい

ますので、御報告をいたします。 

○副委員長 はい、いいです。ありがとうございます。 

○委員長 それでは農業集落排水事業会計決算につきまして、質疑を行います。委員より御質問がありますか。 

○中原輝明委員 ちょっとなんだ、全般の話だけども、舗装復旧の問題ね、復旧。この問題で両方につながると

思うが、業者にやって、昔から復旧工事は原形以上に復旧するっていう、そういう項目で、今、やってる、業者

との書類の中では。そういうことはない、その書類の取り次ぎで、業者に例えばやらせる時に、舗装を切った場

合に、復旧はどういうぐあいにするかっていう時に、昔は原形以上に復旧するって言葉があっただがさ、そうい

う書類ってものはない。 

○水道事業部長 市が事業主体になって行った水道工事。 

○中原輝明委員 行った工事で、例えば、工事人が請け負いした場合に、例えば、舗装を切ってこれを復旧する

場合には、今以上、原形以上に復旧すること、言葉のそういう書類はある、出さない。 

○水道事業部長 工事の発注におきましては、設計の中で必要な範囲の復旧がですね、のみの施工になっていま

す。ただし、施工におきましてですね、当初の設計以上に老朽化している等によりまして破損したような場合は、

工事の中では一緒にですね、復旧のほうはやらさせていただきます。 

○中原輝明委員 例えば、復旧した後のてんまつっていうのは、後のだれかが検査を１回しただけで後は見ない、

そこだけの話じゃないよ、全般だよ。あとさ、復旧して、きょう見て、例えばこの間から話いろいろ出てるが、

マンホールの付近が沈んでいるとか高くなっているっていうのは、その保証期間っていうか、それは期間はどれ

くらい。あとそれで陥没したような場合は何を、その責任を持ってやるのか。業者が１年くらい見回りするのか、

あるいはそのまんまでおいて新しくそのまま工事に出すか。そこらんとこは、どういうぐあいにしてるの。基本

的に。 

○建設事業部長 委員御指摘の、うちのほうで、道路管理でやっておりますので、建設事業部で。その関係につ

いて舗装復旧についてはですね、一応、契約期間のほうで瑕疵担保期間がございますので、その間については業

者のほうで、私ども見ておかしいところは直させますけど、それ以外については、私どものほうでパトロール員

がついてますので、それでおかしなところについては修繕させていただきますし、それで委員御指摘の現況以上

っていうのは、昔の原状復旧工事っていうのがありまして、幅員から掘った場所から１メートル５０センチメー

トル未満の場合は全幅やるとか、そういういろいろ占用条件がございます、道路管理者によって。市道の場合と

か、国道とか、県道の場合については、そういう電建協定っていう昔のやつですけど、今、それはまだ生きてい

ますので、路肩から１メートル５０センチメートルだと思ったんですけど、その間のところで掘削した場合につ

いては全面復旧するとか、路肩まで全部やるとか、そういう条件はございますので。それは各占用条件はござい

ますので一概に言えませんけど、工事施工については瑕疵担保期間がございますので、その段階で路盤、それか

ら舗装道等の場合については、業者のほうで１年だか２年だと思ってますけど、直させていただきますし、あと

については各道路管理者の占用条件に基づきまして道路復旧をさせていただきます。そういう状態でございます。 
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○中原輝明委員 この話はわかったがさ、それだで今、道路パトロールって話が出たもんで、ちょっとお伺いし

たんで、しっかり指導してもらいたいのは、道路パトロール者がしっかり見て歩いてほしいってことをおれは言

いたいだ。その指導はだれがするかって言えば、皆さんがするわけです。だでね、おれの言いたいのは、道路パ

トロールをやってる衆は穴を埋めるだけじゃなくて、でこぼこのところミスがあった時には報告をして、補修す

るっていうようなやり方をしていかなきゃいけないと思うが、いかが。 

○建設事業部長 建設事業部、責任を持ってですね、市道は管理させていただきますので、道路パトロール員の

ほかにですね、建設課、課を挙げてですね、月に１回はみんなで道路を回っていまして、そういう点についてま

た直させていただきますし、一番は市民の皆さんからの情報いただきますもんですから、それで直させていただ

きますし、こういう道路損傷システムっていうものをですね、道路保全技術センターというものが、それを開発

しまして、それは静岡市と塩尻市だけです。無償でそれをいただいているんですよ。それを使わせていただきま

して、即座にＧＰＳでその場所が把握できるように、それをついて職員がすぐ飛んでいって修復していますので。 

○中原輝明委員 了解。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○中村努委員 決算説明資料の一番最後のページ、農集排の１１ページになりますけど、滞納分の収納率が平成

２２年度は例年より大分よかったと思うんですが、何か頑張った取り組みとかあったら教えてください。 

○経営管理課長 先ほども下水道事業でも、上水道事業でもお話しさせていただきましたけれども、私ども水道

事業部一丸となりまして、平成２２年度につきましては２月それと３月につきまして滞納月間といたしまして、

各家庭等を訪問して活動をさせていただきました。また月に１度になりますけれども、例えば不納者につきまし

ては、滞納整理をさせていただいているところでございます。それと今後につきましても、また先ほども言いま

したけれども、１０月また年を越して２月、３月等につきまして、そのような取り組みをしていきたいと思って

おります。以上です。 

○委員長 ほかにはよろしいですね。 

それでは、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１３号平成２２年度塩尻市農業集落排水事業会計決算については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 御異議なしと認め、議案第１３号平成２２年度塩尻市農業集落排水事業会計決算につきましては、全

員一致をもって認定すべきものと決しました。それでは次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１４号 平成２２年度塩尻市駐車場事業会計決算認定について 

○委員長 議案第１４号平成２２年度塩尻市駐車場事業会計決算認定についてを議題といたします。説明を求め

ます。 

○商工課長 それでは議案第１４号の平成２２年度塩尻市駐車場事業会計決算について説明をさせていただき

ます。お手元の別冊の駐車場事業会計の、こちらのほうの黄色いほうの冊子で説明をさせていただきますので、
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よろしくお願いをいたします。 

まず２ページのほうをごらんをいただきたいと思います。駐車場事業の概要についての説明をさせていただき

ます。総括事項といたしましては、昨年塩尻市駐車場事業の設置に関する条例をですね、一部改正を６月に改正

させていただきまして、平成２２年７月１日から施行して、特別駐車によるウイングロードの利用者、あるいは

えんぱーくの利用者の駐車場利用にかかわる利便性を確保してまいりました。またえんぱーくの開設、ウイング

ロードビル３階でのこども広場の開設に伴いまして、ハートフル駐車スペースを設けて駐車スペースの幅をです

ね、拡張したりするようなことの取り組みも行いました。さらに安全管理のためにですね、防火・防煙スクリー

ン、それから防火シャッター等の危険防止装置を昨年取りつけたところであります。このことからお手元の資料

にありますように、大門駐車場の前年の駐車台数が５２５台から５１１台に減少しております。各駐車場の概要

につきましては、おのおのごらんいただくとおりでございます。 

次に業務状況ですけれども、月別の利用台数つきましてはお開きのページの次のページに、その月ごとの利用

台数について４ページのほうに記載をさせていただいてございます。 

また、もとに戻りますけれども、大門駐車場の延べ利用台数が４１万３，５１２台で、前年対比で３万９，８

０７台、８．８％の減少となりました。これは平成２２年の２月にイトーヨーカドーが撤退しまして、平成２２

年の６月にウイングロードビルが再出発した間のですね、空白期間が平成２２年度期間中に３カ月ございました

し、また７月にえんぱーくがオープンする、それまでの期間４月から４カ月ございましたので、その部分の減少、

あるいは消費動向全体もですね、落ち込んでいるというようなところがですね、要因かというふうに考えており

ます。それから駅前広場駐車場につきましては、延べ利用台数が６万４，４８１台ということでございます。若

干の増加ということになってきております。 

 続きまして３ページのほうに入りまして、財政状況について御説明いたします。収益的収支の関係でございま

すけれども、収入総額が６，４８８万７，１１４円で、支出総額が７，３５１万３，３５２円となりました。前

年度との比較では、収入総額ではマイナスの６５万５，２９３円、１．０％の減、支出総額は２，１０３万１，

０６８円ということで４０％強の増加ということになっております。したがいまして、差引では８６２万６，２

３８円がですね、当年度の純損失ということになりました。 

続きまして、少し下がりまして資本的収支についてでございますけれども、収入総額が、一般会計からの借入

金が２，０００万円、支出総額が企業債元金償還金が４，２５９万９，９９８円でございました。なお資本的収

入が資本的支出に対して不足する額２，２５９万９，９９８円につきましては、過年度分の損益勘定留保資金３

３万３，９３３円、それから当年度分の損益勘定留保資金９２０万５，９４２円、それから減債積立金処分額と

して１，３０６万１２３円で補てんをさせていただきました。議会議決事項についてはごらんいただいたとおり

でありますし、該当する工事については、ありませんでした。 

次のページに移らせていただきます。業務量につきましては、先ほど全体の数字を説明させていただきました

ので、省略をさせていただきたいと思います。 

続きまして５ページの事業収益に関する事項でございます。主だったもののみ説明をさせていただきます。塩

尻市大門駐車場の関係では、駐車場収益事業として５，２０３万１，３６２円ということで、内訳としましては、

営業収益が２，５４８万９，８４５円、営業外収益が２，６５４万１，５１７円ということでございます。それ
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から塩尻市駅前広場駐車場におきましては、事業収益として１，２８５万５，７５２円ということでございます。 

次のページのほう、６ページのほうに移らせていただきます。事業費用に関する事項でございます。塩尻市大

門駐車場につきましては、総事業費としまして６，８１６万６，９８４円ということで、その内訳としまして、

営業費用が６，１５４万３，３４１円、それから営業外費用が６６２万３，６４３円ということでございます。

それから塩尻市駅前広場駐車場につきましては、費用としまして５３４万６，３６８円ということでございます。 

続きまして７ページのほうに移らせていただきます。重要契約事項については該当がございませんでした。 

２つ目の企業債及び一時借入金の状況であります。企業債の償還につきましては、平成２２年度公営企業金融

公庫の平成４年分、平成５年分の２件にかかわる償還を４，２５９万９，９９８円、これにかかわる利息としま

して５４８万７，１４３円、合計４，８０８万７，１４１円の償還支払いをした次第でございます。なお、未償

還残高につきましては、１８、１９ページをごらんいただきますと、その一覧表について真ん中の４の項目でご

ざいますけれども、１８、１９ページのちょうど真ん中の欄にですね、記載をさせていただいておりますので、

御確認をいただければということでございます。なお、未償還残額がですね、６，５７６万４，７０２円という

ことで、ちょうど真ん中あたりの数字になりますけれども残るという形になっております。 

もとのほうに戻らせていただきまして、７ページのほうに戻ります。一番下の（３）番の他会計借入金の概況

についてでありますけれども、他会計借入金の償還は平成２２年度はございませんでした。借入金の状況につき

ましては、先ほど見ていただいた１８、１９ページのところにですね、他会計の借入金等の状況が記載させてい

ただいてあります。５番の他会計借入金明細書の欄になります。借入金の合計が２億６，１７２万６４１円とい

うことでございます。 

続きましてお手元の資料の９、１０ページのほうに移らせていただきます。駐車場会計の決算の概要につきま

して説明をさせていただきます。主だった部分のみ説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。収

益的収入及び支出につきましてはですね、以下、決算額中心の説明となります。収入につきましては、決算の欄

でございますけれども、駐車場事業収益として６，６８３万８，１３９円ということでございます。それから支

出につきましては、駐車場事業費用ということで合計で、決算額でございますけれども７，５４６万４，３７７

円という内容でございます。続きまして、資本的収入及び支出につきましても、先ほど御説明しましたように収

入額として２，０００万円、それから支出額として決算額の欄ですけども４，２５９万９，９９８円という内容

でございます。 

続きまして１１、１２ページのほうをごらんいただきたいと思います。損益計算書になります。これも主だっ

た部分のみの説明とさせていただきます。営業収益としまして３，８３４万５，５９７円、それから営業費用と

しまして減価償却費として６，６８８万９，７０９円ということで、営業損失としまして２，８５４万４，１１

２円という内容でございます。営業外収益としましては２，６５４万１，５１７円でございまして、営業外費用

としまして６６２万３，６４３円、合わせまして１，９９１万７，８７４円ということで、経常損失として当期

８６２万６，２３８円の損失が生じたということであります。 

続きまして１２ページのほうの余剰金の計算ということで説明をさせていただきます。前年度の繰入金の減債

積立金として１，３０６万１２３円がございまして、利益積立金が９００万円ということでございます。未処分

利益剰余金が１，３０６万１２３円でございまして、それとの計算で当年度純損失として８６２万６，２３８円
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ということで、これにつきましては、４番のほうの処理計算書にありますけれども、欠損金処理額として８６２

万６，２３８円を計上させていただいた次第でございます。 

続きまして１３、１４ページの貸借対照表でございます。資産の部としまして、有形固定資産としましては７

億４，２２８万１，４７６円ということであります。それから無形固定資産として、固定資産合計といたしまし

て７億４，２２８万１，４７６円ということでございます。それから流動資産としましては、流動資産合計とし

まして６，３３０万７，１２５円で、資産合計で８億５５８万８，６０１円ということでございます。 

それから右かたの１４ページのほうの負債の部のほうに入りますけれども、固定負債としまして２億４，００

０万円が他会計からの借入金ということでございまして、そのほかに流動負債ということで、合わせますと負債

合計として２億７，８８８万８４９円が負債の部の合計額ということになります。 

資本の部でございますけれども、資本金合計が５億２，６３３万３，９９０円でございまして、剰余金等を含

めますと資本合計が５億２，６７０万７，７５２円ということで、負債・資本合計が８億５５８万８，６０１円

という内容になっております。 

 続きまして平成２２年度の決算の収支の具体的な内容について、１６、１７ページをごらんいただきたいと思

います。収益の部につきましては、先ほど申しました営業収益のほかに営業外収益ということで、駐車場料金の

ほかにですね、自動販売機等の手数料が収入としてありますし、先ほど説明しました補助金は、ウイングロード

ビルの安全施設等のですね、施設整備にかかわる他会計からの補助金、一般会計の補助金の２，３８６万６，５

００円の補助金の受け入れをしたという内容のものでございます。 

 費用の部のほうに入りますけれども、総係費ということで具体的な駐車場運営のほうの費用を計上させていた

だいております。主だったもののみの説明になりますけれども、委託料につきましては、基本的にはここに掲げ

てあります６５７万６，２７０円がシルバー人材センターのですね、管理運営の委託料ということであります。

続きまして賃借料の４０９万３，１１０円につきましては、自動精算システムのリース料ということでございま

す。修繕費につきましては、先ほど言いました防火クロス等の防火・煙火スクリーンの設置、あるいは危険防止

装置等の修繕、それから区画線を引き直した部分の修理費等が入っているものでございます。それから営業外費

用としましては、企業債の利息等が計上されているという内容でございます。 

 それから１７ページのほうの資本的収入支出明細書につきましては、先ほど説明させていただいた内容でござ

いますので省略をさせていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども１８、１９ページ、これも先ほどごらんいただいておりますけれども、企業債等の明

細と、それから他会計からの借入金の明細を記載させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。以上で説明のほうは終わらせていただきます。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員より御質問がありますか。 

この駐車場会計でありますけれども、これを見ますと、塩尻駅前駐車場はやや好転ということで横ばいよりも

上がっているわけでございますが、大門駐車場が下がっているということで、当年度の純損失も、この１２ペー

ジのほうで見ると８６２万６，２３８円出てしまっておるわけでございますが、これはウイングロードビルの工

事の影響で使えなかったという説明でありましたが、今年度になってから上半期と言いますか、若干盛り返しが

できるか、今年度はどんな状況になっていますか。 
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○商工課長 まず利用台数そのものにつきましてはですね、わかりやすく言えば、ほぼイトーヨーカドー撤退前

のですね、状況にほぼ戻りつつあるような形でですね、御利用いただいているということであります。ただ料金

体系としましては、条例改正等によりまして御負担していただく単価を下げさせていただいておるものですから、

料金会計としたら非常に厳しい状況の数値というか、下がっております。 

○委員長 今後、駅前はまたね、さらに整備をされたり、より使いやすいということですが、このウイングロー

ドビルの駐車場、単価も下がったということでしょうがないですが、さらに何か利用率を高めるような方策を考

えておりますか。単価を下げたから利用者がふえるという見込みだけなのか、今後の見通しについてお願いしま

す。 

○商工課長 私どもとしましてもですね、このもちろん中心市街地に来られるお客さんやウイングロードビルに

来ていただくお客さん、それから大門商店街に来ていただくお客さん含めましてですね、大いに御利用いただく

ということで、できるだけ７１１台ある駐車場を円滑に進むようにですね、例えば子育て広場を使う方について

は３階、４階、あるいはえんぱーくを使う方については、そちらに誘導するような形でですね、有効に利用して

いただくように案内をしながら、少し定着してきたかなというふうに考えております。また区画も先ほど申しま

したように少し広くさしていただいてですね、前々から狭いという御指摘もいただいておるもんですから、少し

広くさせていただいてですね、御利用いただくようなところでは考えております。ただ駐車場そのものがですね、

集客力のある施設ではありませんので、やはり全体としての盛り上がりと言いますか、の中でですね、駐車場と

しても経営が健全に進むようにしていきたいというふうに思っておりますけれども、諸行事や何かについても積

極的に協力をさせていただいているような取り組みをしております。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○横沢英一委員 ちょっと勘違いしてたら申しわけないんですが、特にえんぱーくを利用するお客さんが立体駐

車場のほうへ入って来るんですけれども、図書館へ特に来るお客さんがですね、１階、２階っていうところへと

めちゃうっていうことはないですか。というのはですね、やはりそうされちゃうと、今度は地下のデリシアとか

一般のヨーカドーの跡地へ入ったところのお客さんがとめらないっていうようなことも、ざっと聞いたような気

がするんですが、そこら辺はどうでしょうか。 

○商工課長 今御指摘のようなですね、御意見を私どものほうもですね、何回か聞いております。そういう中で

私どものほうでもですね、ちょっと古いデータになるんですけども５月の中旬にですね、時間ごとの駐車場の利

用状況等を調査させていただいております。その時の調査によりますと、確かに１階部分っていうのは午前１１

時ころになると９８％くらいのですね、駐車率になりますけども。次いで駐車率が高いのは３階部分の７６％と

いう形になっております。それ以降ですね、私どものほうもできるだけ誘導をするように心がけておりますけれ

ども、ある意味ですね、少しこういう、えんぱーくやウイングロードの３階を使うお客様はですね、積極的に３

階、４階を使っていただくようなですね、慣れもあるかと思いますけれども、そういう傾向も出てきております

ので、さらにそういう誘導をしながら下の店舗の皆さんに御迷惑をかけないと言いますか、お買い物に来ていた

だく方に利用いただけるようなことはですね、取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○横沢英一委員 ぜひ、そういうふうにやはりやるべきだと思うんですけれども、ただ口頭で言ったりしてもな

かなかあれだもんですから、１階、２階くらいに看板をちょっと出していただいたらどうでしょうかね。という
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のは、１階や２階のほうは、図書館の利用者は上のほうへとめていただきたいとか、結局６時間くらい図書館の

利用者はいるわけですので、回転がうんと悪くなっちゃうわけですよね。ですから、ただでとめられるわけです

から、こういうスタンプだけついてもらえばね、そこら辺は我慢してもらうと、６時間いてもらえりゃいいもん

ですから、というふうに感じますが。 

○商工課長 御指摘のとおりだというふうに考えておりまして、私どもも看板を何カ所か設置させていただいて

御案内をしたり、また入る時の精算カードのところでもですね、ずっとではないんですけど時期を見てですね、

チラシのようなものを渡させていただいて、御案内をさせていただくことも何回かやってきておりまして、そう

いう言い方は失礼かもしれませんけど習慣づけと言いますか、というのと、それから連絡通路がですね、非常に

えんぱーくの利用の皆さんにとっては、ある意味利便性の高い通路になってきておりまして、えんぱーくに来る

にはむしろ３階、４階にとめて連絡通路を来たほうが、というようなですね、雰囲気と言いますか流れも出てき

ておりますので、一層委員もおっしゃったようなところは努めてまいりたいというふうに思います。 

○中原輝明委員 いつも同じことを言うんだけど、今、話を聞いてりゃ非常に流れるように納得するけどさ。実

際は、例えばさ、１階、２階にとめてる、どういう衆がとめてるかって図書館に行って聞いてみりゃいいじゃん、

一度くらい。今聞いていると全部やっているように見えるが、たまたま我々がいつも同じことを言っていけない

が、話をすりゃ、そういうことはこうだって、今感じたことをどんどんいいようにしゃべってるだけじゃん。実

際は皆さんが現場に行って確かめるっていうことが必要だよ。それはね、一つ、おれ例を言うが、この前の青木

助役は、朝だよ、夜明けにずーと全部回って、工事箇所を。皆さんがうそこいているもんだで、ぴしゃっとやら

れておしゃかになる。全部見てきて、そして皆さんの答弁を聞いて、おまえ何言ってるだって、こう言われたよ。

そのくらいのもんだよ。副市長に回れとは言わないけどさ。それで、ほんと重要なこと。副市長は回っても、ざ

ーっと行ってきて見といて、おれは見てきたよって言やあ、それでこの職員はぴりっとするわけさ。おれたちは

しっかりやんなきゃいけないし、答弁もしっかり答えなきゃいけない、こういうぐあいになるわけ。これは、言

っちゃ悪いけど本当だってば。知ってると思うよ、副市長だってそういうことを。だで、皆さんは、今、ここで

口じゃなくて、今実践をするってことは、現場へ朝でも行って見て注意する。そしていけなきゃ、えんぱーくへ

行って聞きゃあいいじゃん。皆さん、今、駐車場はどこですかって聞きゃあいいし、そんなぐあいにしてやって

もらいたいし、そのほかに今、駐車場を業者があそこへ新しいものを建てるんだけども、そういう業者に一定し

てスペースを貸している、貸してない。それはどういう貸し方をしてるの。 

○商工課長 私どももですね、おしかりをいただきますけど。 

○中原輝明委員 いや、しかったじゃない。 

○商工課長 可能な限り現場へ行って様子を見るようにしてますし、何回かアンケートの調査なんかもやらせて

いただいて、傾向はつかむように努めてはいるつもりでございます。それで、今の新しい建物というのは、向こ

うの四つ角のところのかどやさんのこちら側の。 

○中原輝明委員 それだけ言えばわかるずら。 

○商工課長 またですね、そういう業者さんから特別駐車券の発行の申請があればですね、中身等検討させてい

ただいてですね、御利用いただく。一定の負担はもちろんお願いするわけなんですけれども、そういう形で御利

用いただければというふうに思っておりますので、また具体的になりましたら御相談させていただきたいと思い
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ます。 

○中原輝明委員 具体的になりましたら。実際はそういうことがあって、どんな扱いをしてるかっていうことを

聞きたいだよ、あるでしょ、実際は。 

○商工課長 えんぱーくと、それからウイングロードビルだけではなくてですね、地元の商店街の皆さんの中で

もですね、そういう特別駐車のカードを御利用いただいている商店もありますので、一層そういうところは私ど

もとしても拡大できたらと思います。 

○中原輝明委員 それで例えば、今の前の工事をやってる業者だけではなくて、ほかに該当する業者も既にあっ

た場合は同じ扱いをして貸せるでしょう。あれは、今つくっているのは市の関係だでね。いくらか絡んでいるわ

けだから、あれは。 

○商工課長 工事事業者の方が短期間、例えば工事期間中６カ月だとか、３カ月御利用いただくケースもありま

すので、そういう場合につきましてはですね、いわゆる指定駐車という月極めの駐車場を借りていただいて、工

事に支障のないように御利用いただくということを、今努めておりますが、指定駐車場の台数もですね、それで

すべて埋まっちゃうとほかの利用ができなくなってしまうもんですから、一定程度の範囲は決まっておりますの

で、おおむね１５０台くらいなんですけれども、その範囲の中で工事の事業者の皆さんにも御利用いただくよう

なことはしております。 

○中原輝明委員 どうも、本番に触れないな。まあ、いいか。ただ、いいけどね、そういう例があるなら言って

くれればいいだよ、あるでしょう。先に押さえられちゃってだめだっていう人もいるだよ、中に。聞いてるだよ、

おれは、事実。だで、そういうことがあるならあるって話しすりゃいいじゃん。 

○商工課長 今、おっしゃるとおりですね、指定駐車場という月極めの駐車場については、約百五十数台、月極

めで決めていただいておりまして、それにつきましては、工事事業者の方もおいでになりますし、この地域の近

くに勤務されている会社の従業員の方もおいでになりますし、いろんなそういう方に御利用いただいています。

ただ全体としての枠が、すべてその方らに使っていただくと埋まってしまって、えんぱーくや何かの駐車ができ

なくなってしまうもんですから、ちょっと大店舗立地法という法律等の関係の中でですね、ある程度限度を決め

させて利用していただいているという状況です。 

○中原輝明委員 そしたらこの修繕料ってのがあるが、２，６００万円ばかり、２，５００万円か、この修繕料

は、今度新しい年度にはまだあるの、修理の箇所は、予定は。 

○商工課長 今回ここに載っているものにつきましては、ウイングロードビルの改修工事の時にですね、建築基

準法の改正に伴ってやるように県からの指導を受けたものでありまして、平成２２年度でですね、安全施設、エ

レベーター関係とそれから防火シャッター関係が終了しておりますので、これで完了だというふうに私どもは考

えております。 

○中原輝明委員 それとその上の自動販売機の販売高があるけれども、この数字は例年あれかい、例年はわから

んけども、ふえてるの、減ってるの、これ、利用は。 

○商工課長 現在、駐車場関係では５台の自動販売機を入れております。昨年ウイングロードビルの改修に伴っ

て新規のところにですね、従来まで２台だったものを３台ふやさせていただいて、５台体制で業者さんに使って

いただいておりますんで、もちろん収益的にはふえてきていますけども、ちょっと販売本数までは把握しており
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ませんので、そのようなことでできるだけ収入を確保するようには努めています。 

○委員長 ほかにはよろしいですかね。 

それでは質問を終結いたします。討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、ないようですので、議案第１４号平成２２年度塩尻市駐車場事業会計決算については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 御異議なしと認め、議案第１４号平成２２年度塩尻市駐車場事業会計決算については、全員一致をも

って認定すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１８号 市道路線の廃止及び認定について 

○委員長 次に議案第１８号市道路線の廃止及び認定についてを議題といたします。説明を求めます。 

○都市づくり課長 それでは、議案第１８号についてお願いをいたします。説明につきましては、議案関係資料

集の４４ページをごらんいただきたいと思います。議案第１８号市道路線の廃止及び認定について、１提案理由

でございますが、市道路線の廃止及び認定について、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、議

会の議決をお願いするものでございます。 

 ２概要でございます。３路線を廃止し、１１路線を認定を行うものでございます。（１）県営畑地帯総合整備事

業に伴うもの。これは図面を見ていただきたいと思いますが、４６ページでございますが、堅石西原地区、畑総

を行った箇所、この箇所の市道３路線２０４２号からほか２路線、合計１，３８６メートルを廃止をし、この堅

石西原地区で整備をいたしました、ページでいきますと４７ページの図面をごらんいただきたいと思いますが、

路線番号でいきますと２３２０号ほか９路線、合わせまして３，０１９メートルを新規に認定をお願いするもの

でございます。これにつきましては、４４ページの表をごらんいただきたいんですが、番号でいきますと上から

２番目の２３２１番、それと２３２３番、それと２３２５番につきましては、幅員が４メートルに達しない部分

がございますが、これにつきましては、既に認定された部分の再認定ということで認定をさせていただくもので

ございますので、図面のほうとあわせてごらんをいただきたいと思います。なお、西原地区の事業自体につきま

しては、平成１６年と聞いておりますが、完了しておりますが、その後、平成２０年３月に県から市のほうに財

産の贈与がございまして、その後農道として農林サイドで管理を行ってまいりました。そして本年８月に担当部

署より市道として管理をしてもらいたいということで話がございまして、本日議会のほうへ御提案申し上げ、御

承認をお願いするものでございますので、つけ加えさせていただきます。 

 次に４５ページの中の（２）開発事業に伴うものということで、１路線認定をお願いするものですが、路線番

号１３６２号ということで、図面番号で申し上げますと、ページで言いますと４８ページでございます。吉田に

なりますが、これにつきましては、１０７メートルを認定をお願いするものでございます。参考までに４５ペー

ジにございますが、この廃止、認定に伴いまして路線数につきましては、２，４４４路線、キロメートルにしま

して８８８キロメートル余が市道路線ということになります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 質疑を行います。委員より御質問ありますか。ないようでございます。 
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 それでは討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１８号市道路線の廃止及び認定については、原案のとおり認めることに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 御異議なしと認め、議案第１８号市道路線の廃止及び認定については、全員一致をもって可決すべき

ものと決しました。それでは、次に移ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１９号 平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中 歳出６款農林水産業費、７款商工費、 

８款土木費、１１款災害復旧費 

○委員長 議案第１９号平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中、歳出６款農林水産業費、７款商工

費、８款土木費、１１款災害復旧費を議題といたします。説明を求めます。 

○農林課長 それでは、議案第１９号平成２３年度塩尻市一般会計補正予算について、御説明申し上げます。そ

れでお願いでございますが、１１款にある災害復旧費の補正にかかわるところの資料がございますので、ここで

お配りをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長 はい。では、事務局お願いします。 

○農林課長 それではお手元の補正予算の資料の１８、１９ページからお願いいたします。６款農林水産業費１

項農業費２目の農業総務費から順にお願いをいたします。最初に２目の農業総務費でございますが、農業総務事

務費ということで、登記書類作成委託料３０９万６，０００円を補正をお願いするものでございます。これにつ

きましては国土調査の誤り訂正のかかわるところの測量、または登記の委託をするものでございまして、当初５

０万円ということでございましたけれども、本年洗馬の上組地籍、また洗馬の芦ノ田地籍で、大きなところの国

調の調査、訂正等を行わなくてはならないという状況になってまいりましたもんですから、ここでお願いするも

のでございます。 

 それから３目の農業振興費のうちの負担金補助及び交付金４４万４，０００円の補正をお願いするものでござ

いますが、この事業につきましては、環境保全型農業直接支援事業補助金ということで、この事業につきまして

は本年の４月１日に要綱が制定されたということで、このタイミングでの補正になるわけでございますけれども、

事業内容につきましては、有機栽培ですとか、また緑肥の活用、さらには早生栽培っていうような形の農業を行

う者に対しまして、知事がエコファーマーという形で認定をするわけでございます。その認定をいたしました農

家に対しまして、作物等に関係なく１０アールあたり８，０００円の支援を国から行うということでございます

けれども、この８，０００円のうち４，０００円は国が負担、また残りの４，０００円の２分の１ずつを県と市

が負担するという事業でございます。市内では１０名の個人または団体がエコファーマーということでこの６月

に認定を受けまして、現在約１２地点、１ヘクタールがこの認定の圃場になっております。そのような関係で平

方メートル当たり４，０００円を掛けまして、４４万４，０００円の補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、６目の農地費でございますが、１１節の需用費、営繕修繕料の３８３万３，０００円をお願いす

るものでございますが、これにつきましては減渇水対策施設維持管理事業のうちの営繕修繕料でございます。こ
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れにつきましては、塩嶺のトンネルの下にございます塩尻送水機場のポンプが全部で４基あるわけでございます

が、そのうちの１基のポンプが電動弁が故障をしておりまして、これを補修をするものでございます。この送水

機場につきましては、昭和５８年に建設をして２８年間経過しておりまして、そのうちの１基が老朽化等によっ

てここで故障をしたということでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○委員長 次、７款商工費、お願いいたします。 

○商工課長 それでは商工費について御説明させていただきます。なお、昨日の委員会の時にですね、中村委員

さんから地場産センターの高度化資金等の償還の関係の書類をということで、提出を求められておりますので、

あわせて配らせていただいて説明をさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

○委員長 それでは資料配付、お願いします。 

○商工課長 それではまず先に２０、２１ページの補正の内容について説明させていただきます。３目の木曽漆

器振興費の内容でございますけれども、伝統工芸木曽漆器後継者育成奨励金ということで、１人２万円の１２カ

月ということで、伝統工芸師の卵の方の修行についての支援をするわけなんですけれども、平成２３年度の当初

分、３名７２万円ということで予算を予定しておりましたけれども、新年度になりまして増加がありましたので、

その不足分としてですね、今年度支給する５人分の不足額の１２万円の増額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、今配らせていただいた財団法人塩尻木曽地域地場産振興センターの償還についての説明を若干さ

せていただきます。お手元に配らせていただいた償還表の中のですね、当時、最初建設時に大きく分けて３つの

資金の借り入れをしております。高度化資金、それからふるさと融資、それから長野銀行の一般金融機関からの

借入金ということであります。平成７年度から償還等が進められてきておりますけれども、表の見方としまして、

一番下の横列の欄がですね、残高という欄がございますけれども、これが平成２２年度の３月３１日現在の未償

還額ということになっております。高度化資金につきましては、ごらんいただいたようにですね、平成４年度分

と平成５年度分というふうに分かれておりまして、平成４年度分については、まだ１億５，８００万円余の未償

還残高があるということでございますし、平成５年分につきましては、ずっと定期的に償還をして、あと４，８

７７万円余の未償還ということになっております。それから、ふるさと融資につきましては、現在、すべて償還

が終了しておりますし、長野銀行からの融資につきましても、当初借り入れたものにつきましては償還が終わっ

ておりますけれども、高度化資金の期間変更に伴いまして借りかえをした部分が残っているということで、平成

１７年度分ということで元金の部分ですけれども３７２万３，０００円の未償還残高が残っているということで

あります。 

現在は、平成２２年度でございまして、高度化資金にいたしますと平成２２年度３，６２５万８，０００円の

償還をしておりますので、平成２３年度につきましても同額の償還をしたいというふうに考えておるところであ

ります。平成２４年度に高度化資金の平成４年度分について、さらに下の備考欄のほうに書かさせていただいて

おりますけれども、期間延長の条件変更と言いますか、具体的には期間延長の協議をですね、県としまして、予

定としては１０年の繰り延べをさせていただいて、さらに償還の期間を延ばしてまいりたいということで、具体

的にはもう既に県との協議が進められている状況であるというふうに聞いております。いずれにしましても、ま

だまだ多額の当初繰り越し等のですね、償還が残っているのが現状でございまして、地場産センターの経営を非

常に圧迫している状況の一つの要因になっているというふうに考えております。簡単でありますけれども、説明
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を以上で終わらせていただきます。 

○ブランド推進室長 それでは引き続きまして、５目の地域ブランド推進事業費をお願いいたします。審査支払

手数料４万２，０００円をお願いするものでございますが、これにつきましてはキムタクご飯、これをですね、

このネーミングについて商標を登録するものでございます。キムタクご飯につきましては、本市学校給食のメニ

ューという形の中で、本市の財産としてですね、保護していくため特許庁のほうへ商標の申請をするものでござ

います。以上です。 

○観光課長 ６目観光費でございます。続きましては印刷費になりますが、おひさまの大分人出が多くなりまし

て、観光パンフレットが底をついてきているような状況で、秋以降のパンフレットがなくなってしまいましたの

で、ここで増額させていただいて、印刷したいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 次、８款土木費。 

○建設課長 引き続きお願いします。８款土木費４項都市計画費２目公園管理費１５節工事請負費のうち、小坂

田公園・北部公園管理事務諸経費ということで、お願いいたします。小坂田公園整備工事ということで１２０万

円の補正をお願いしたいと思います。内容につきましては、道の駅小坂田公園レストラン棟内の客室、厨房の冷

暖房エアコンの補修工事でございます。これにつきましては、平成１４年１２月２５日づけで株式会社薬師平ホ

テルと小坂田公園レストラン棟賃貸借契約約款に基づき、この設備の修繕を行うものでございます。客室のエア

コンにつきましては、洗浄とフロンガスの補充、厨房につきましては１機の取りかえというものであります。こ

の設備につきましては、平成５年に整備しており、現在で１８年経過しており、耐用年数１３年をはるかに超え

ておりますのでぜひ補正をお願いするものでございます。以上です。 

○建築住宅課長 では、その下の１９節負担金補助及び交付金でございます。住宅リフォーム補助金２００万円

補正するものでございます。これについては、本会議の一般質問でもお答えしたのでございますが、７月１２日

にリフォームの要綱を改正してございます。平成２３年６月３０日に発生した長野県中部を震源とする地震にか

かわる特例措置ということで、２０万円以下のものも市長が定める額ということで認めまして、震災に遭われた

件数、消防が把握しているのは３２件ですが、大小ございまして、そのうち大体２１件くらいという予測をして、

２００万円を計上するものでございますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

○委員長 次、１１款災害復旧費。 

○農林課長 それでは、引き続きよろしくお願いいたします。２４、２５ページをお開きいただきたいと思いま

す。１１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費１目市単農業施設災害復旧費からよろしくお願いいたします。

最初に市単農業施設災害復旧費でございますけれども、先ほど資料をお配りさせていただきましたが、本年の５

月２８日から５月３０日にかけて、また７月６日、７月１２日の以上の中で大雨によりまして災害が発生いたし

まして、その災害に対するところの復旧をお願いしたいものでございます。まず上のほうが市単農業施設という

ことでございまして、重機の借り上げ、それから災害復旧工事ということでございまして、全部で３０カ所の復

旧工事をお願いしたいということでございます。 

 続きまして、２目の市単林業施設災害復旧費でございますけれども、この市単林業施設災害復旧費２，１５５

万１，０００円でございますが、これも先ほどと同じ大雨による災害でございまして、この中ではお手元の資料

にもございますとおり、路面の洗掘または横断水路等の復旧等含めまして、重機の借り上げが２４カ所、それか
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ら作業道の災害復旧工事が１７カ所の復旧にかかわるところの経費をお願いしたいものでございます。 

続きまして３目の農業施設災害復旧費でございますが、これにつきましては、農業施設災害復旧費ということ

でございまして、場所は尾沢橋から若干尾沢川を上って行った上流になりますけれども、頭首工の災害復旧費で

ございまして、これにつきましては、国の農業施設災害復旧事業補助金を活用したいということでございます。

事業費の災害復旧工事費の６５％が補助を受けまして、その残りの補助残の８０％を起債で活用いたしまして、

復旧工事を行うということでございます。 

 それから２６、２７ページをごらんいただきたいと思います。一番上の４目の林業施設災害復旧費でございま

すが、先ほどの農業施設と同じく、国の林業施設災害復旧事業補助を受けて行うものでございます。こちらにつ

きましては、事業費の工事費１，０００万円のうちの５０％が補助事業となります。また、残りの５０％の補助

残の８割が事業の起債対象ということで補正をかけてございますが、これにつきましては、先ほど尾沢橋の上の

頭首工からさらにずっと山の中に入ってまいりました尾沢川の上流の林道が７カ所決壊しているというような状

況の中で、そこを復旧をするものでございます。以上でございます。 

○建設課長 引き続きまして２項土木施設災害復旧費１目市単土木施設災害復旧費１４節使用料及び賃借料、１

５節工事請負費をお願いします。あわせて資料の４ページを御参照いただきたいと思います。内容につきまして

は、５月２９日、７月６日、１２日の豪雨により、全体で３０件の災害があり、それにつきまして重機対応２４

件、復旧工事６件ということで、重機借上料１，０１５万３，０００円、災害復旧工事４５２万９，０００円の

補正をお願いするものでございます。 

 その下、２目公共土木施設災害復旧費をお願いします。１５節工事請負費ということで、１，０１７万７，０

００円の補正ということでお願いします。工事箇所につきましては、３カ所になりまして、資料の４ページの上

から２番、５番、７番の網かけになっているところが、公共土木施設災害復旧ということで対応させていただき

ました。国の災害復旧の査定を受け、補助金６６．７％をいただいて行っているものでございまして、２番のみ

どり湖線につきましては、災害復旧工事が確定をし、残りの高ボッチ線尾沢川につきましては、８月２４日、２

５日に災害査定が済みましたので、現在、国のほうと事務手続きを進めており、早期発注に努めておるところで

ございます。お願いします。 

○委員長 この際申し上げます。午後２時１０分まで休憩といたします。 

午後２時００分 休憩 

――――――――――― 

午後２時１０分 再開 

○委員長 休憩を解いて再開をいたします。 

質疑を行います。委員より御質問ありますか。 

○中村努委員 １９ページの環境にやさしい農業推進事業で、先ほどの説明で国が２分の１、県、市がそれぞれ

４分の１っていう財源内訳だったと思うんですが、左の表を見ると県と一般財源で半分半分ですけど、これにつ

いて説明してください。 

○農林課長 説明不足で申しわけございません。全部で８，０００円でございまして、このうち国が２分の１の

４，０００円、それから市と県で４分の１ということでございますけども、このうち国の４，０００円つきまし
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ては、直接エコファーマーのほうへ交付という形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○中村努委員 はい、わかりました。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○中原輝明委員 この同じところの上段だけどさ、さっきの言った洗馬の国調の話ずら、それ。国調は洗馬は一

つもあってないが、これはどうするだ。これは弱ったぞ。正直な話。それだで、この取り扱いはどんなぐあいに

考えてる。この間もあっただよ、実は、あるだに。どうするだい。 

○農林課長 委員御指摘のとおり、昭和４６年から国調を５０年くらいかけて実施させていただいてございます

けれども、まだ私どものところでですね、まだ数件抱えております。なかなか当時古いことでございますし、ま

た当時測量の技術も今日のようなしっかりした状況ではなかったというようなことでございまして、境界が確定

できなかった部分等ありましてですね、今後もそれぞれ対応しながら進めていくということでございまして、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○中原輝明委員 わかったが、ただその時のいい言葉を使ってくれたがさ、当初の機械は精密じゃなかったって

いう。大体やった時が精密じゃないな。だで、これからまた副市長に言うが、こういうことが生じないように頼

むわ。とりあえず洗馬は全部だめだよ。例えば一つの例だけ言っておくけどね、洗馬の小曽部保育園があったじ

ゃんな。あれは国調やったばっかりだったけども、土地が道路を越えて基礎のところまで行ってるだ、今、図面

が。どうしたって合わなんだ。それで、これから洗馬は大変だよ。そこらんとこを頭へ入れといて、予算措置を

逐次しながらやっていくってもんだよ、これは。出てきてやるか、どうするだ。 

○副市長 国調でありますんで、本来ならば当然、立ち会いを求めてですね、所有者御理解の上、境界を定めて

いくというのが基本でございますので、委員さんおっしゃるほどそんなに出ていないんじゃないかと思いますけ

ども。いずれにせよ、申し出があったところはですね、市の責任としてきちんと測量し直して、こういうふうに

予算を盛らなきゃいけないケースも出てまいりますので、やはり今後是正していくとこういうことでございます。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○議長 災害復旧の関係ですけどね、これはあれですか、国の補助なり、県の補助がついて、本格復旧に取りか

かるのは来春になります。ことし中にいくらか手をつけます。全体的に。 

○農林課長 この災害復旧の関係で、特に国の査定がですね、この９月の上旬に行われました。ここで国の査定

がありまして、そこで事業予算等が決まってまいりますけれども、それでこの冬場にかけて実施をしていきたい

というような予定でございますけれども。ちょっとまだ国のほうから細かい日程、来ておりませんので、いつか

らということは、まだはっきり申し上げられない状況でございますが、決定次第取りかかりたいと思っておりま

す。 

○議長 いずれにしてもあれだね、では、手はつけるということだね、ことし、年内には。冬場、これ、やられ

る。 

○建設課長 土木施設災害復旧につきましては、年内に事業着手になります。 

○議長 わかりました。 

○委員長 ほかにありませんか。ないようだね。討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○委員長 ないようですので、議案第１９号平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中、歳出６款農林

水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費については、原案のとおり認めることに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１９号平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中、歳出６款農林水

産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費については、全員一致をもって可決すべきものと決しまし

た。それでは次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２２号 平成２３年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第２２号平成２３年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を議案といたします。説

明を求めます。 

○建設維持課長 議案第２２号になります。平成２３年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）であ

ります。１ページの第１条をお願いします。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０８万５，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億１，１９４万２，０００円とするものであります。 

 ２ページをお開き願いたいと思います。歳入でありますけれども、繰入金といたしまして他会計繰入金、一般

会計より繰り入れてありますけれども、補正額２０７万円、補正後３，８１７万２，０００円、繰越金、補正額

１万５，０００円、補正後の額１万６，０００円、歳入合計１億１，１９４万２，０００円。 

 歳出でありますけれども、３ページをお願いします。建設改良費、建設改良事業費、補正額２０８万５，００

０円、補正後の額１，５００万円、歳出合計１億１，１９４万２，０００円とするものでありますのでお願いし

ます。 

 内容につきましては、１０ページをお願いします。建設改良事業費のうち１５節の工事請負費２０８万５，０

００円を補正をお願いするものであります。これは簡易水道施設建設事業の配水管等布設工事２０８万５，００

０円でありますけれども、これにつきましては、国道１９号の桃岡橋の拡幅に伴います事業内容の変更でありま

す。当初予算では舗装本復旧２，０００平方メートルを１，２９１万５，０００円としたものを、拡幅関連排水

施設工事φ１５０ミリメートルを１６２メートル、金額で１，５００万円の振りかえをすることによりまして、

２０８万５，０００円の増額の補正をお願いするものであります。中身につきましては、平成２３年度の当初予

算の時点では契約されておりませんでした国道１９号の拡幅工事に伴いまして、本年３月に国土交通省より先ほ

ど申しました拡幅工事、仮設道路公共用の２本でありますけれども、繰り越し工事として発注されたことに伴い

まして、占用物件の移設依頼がありました。国道工事事務所と協議を重ねた結果、拡幅工事と整合を図るために

工事への振りかえをお願いするものでありますので、よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 質疑を行います。委員より御質問はありますか。よろしいですかね。 

 それでは討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２２号平成２３年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２２号平成２３年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。それでは次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２４号 平成２３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第２４号平成２３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。説明を求め

ます。 

○経営管理課長 それでは平成２３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号）につきまして御説明させていた

だきます。この主な内容でございますが、退職給与金について補正するものでございます。１ページをごらんく

ださい。第２条収入、第１款水道事業収益２項の営業外収益でございますが、補正予定額８２６万円を補正いた

しまして３，７９８万４，０００円に、支出でございますが、款、水道事業費用１項の営業費用、補正予定額８

２６万円を１３億２，１４２万１，０００円にするものでございます。 

 続きまして９ページをごらんください。水道事業会計補正予算の収入でございます。款、水道事業収益、営業

外収益の目、引当金戻入益でございますが、補正予定額８２６万円、これにつきまして退職給与引当金戻入益と

して８２６万円を補正するものでございます。主な内容は、当初２名分の退職金を予定しておったわけでござい

ますが、年度途中で退職された２名分の補正によるものでございまして、８２６万円の増という内容でございま

す。 

 続きまして１０ページでございますが、支出になりますけれども、ただいま申し上げましたように２名の増と

いうことで８２６万円の支出の増になってございます。以上です。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員より御質問がありますか。 

○中原輝明委員 この退職職員というのは、何年くらい勤めた人。 

○経営管理課長 補正の対象の退職職員ということで解釈させていただいてよろしいでしょうか。 

○中原輝明委員 はい。 

○経営管理課長 １名につきましては１３年と１５６日、もう１人につきましては２年と１カ月でございます。

以上でございます。 

○中原輝明委員 この職員というのは、全般の話だけども、何か疲れちゃっておやめになるのか、あるいは外的

な何かがあってやめるのか、そういうことは、しっかりはわからんと思うが、そんなような報告、どっちだい。 

○副市長 職員のことですので、全般的なお話でよろしゅうございますでしょうか。委員御指摘のようにですね、

中途で、中途と言いますか、当初予定をしておらなかった職員が退職するケースが、若干でございますけれども

ございました。それぞれ個別の事情がございましてですね、体の状態が思わしくない職員もいらっしゃいますし、

特に、取り分けここで目立つのがですね、御家族の介護とか看護等の事情もございましてですね、途中退職を余

儀なくされるというようなケースもございますので、私どもはいたし方ないかなというふうに思っております。

ただ、近年非常に、何て言いますか、体の具合とかですね、それから精神的な状況とかということが、私どもの

職場だけではなくて世間一般的に非常に懸念をされておりますので、その辺のケアに対しては、非常に私どもも

いろんな相談に乗るなり、早目に医療機関へかかってそれなりの療養をするなりというような措置をとらせてい
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ただいております。そんなことで職員の健康管理をきちんとして、きちんと仕事ができるようにというふうに考

えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○経営管理課長 修正よろしいですか。ただいま1人の職員につきまして、１３年と１５６日と申し上げました

けれども、１３年という数字でございます。また、これにつきましては、水道事業部に在籍した期間ということ

で、よろしくお願いします。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○中原輝明委員 それでは、一つ要望だけしておくが、今学校でもはやっているがいじめをしないように、一つ

よろしくお願いします。まずは要望だ。いじめだってあるよ、大人のいじめが。よろしく頼むわ。 

○委員長 要望でいいですね。 

○中原輝明委員 要望だ。 

○委員長 ほかにはありませんかね。 

 それでは、ないようですので討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２４号平成２３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２４号平成２３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第１号）については、全

員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２５号 平成２３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第２５号平成２３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。説明を求

めます。 

○経営管理課長 それでは、塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号）につきまして、御説明させていただきま

す。９ページをごらんいただきたいと思います。款、下水道事業収益、目、引当金戻入益でございます。先ほど

上水道事業費関係で申し上げました内容とほぼ同じでございますが、１名分の退職金につきましての補正でござ

います。補正予定額１６万４０００円、計、当初載っておりませんでしたので１６万４，０００円ということで

ございます。特に水道事業と関係しておりまして、この退職された方につきましては、企業会計、企業出納員と

いう立場でございましたので、上水道、下水道にかかわります。特に下水道にかかわります期間についての退職

金の戻入益の変更でございます。 

 １０ページでございますが、下水道事業費用でございます。営業費用の総係費の退職金につきまして、同額の

１６万４，０００円の補正増でございまして、計４，７７６万７，０００円となっております。以上でございま

す。 

○委員長 質疑を行います。委員より御質問がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 討論を行います。ありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２５号平成２３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２５号平成２３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号）については、

全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２６号 平成２３年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第２６号平成２３年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。説

明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）につきまして、御説明させていた

だきます。主な内容でございますが、第３条予算と第４条予算の事業費の組みかえでございます。 

 ８、９ページをごらんいただきたいと思います。まず８ページの関係、支出でございますが、収益的収入及び

支出ということで、これも集落排水のものでございますが、目、浄化センター費につきまして、過去の修繕の履

歴等にかかわります設備、機器等の健全度評価を行いまして、修繕と更新の適切な判断によりまして、ポンプ施

設の一部を更新することといたしました。浄化センター費の修繕費の一部を工事請負費として組みかえをする補

正でございまして、修繕費２９９万３，０００円を減額し、補正後の予定額を３億１，８０５万円余とするもの

でございます。 

 ９ページでございますが、資本的収入及び支出ということで、こちらが第４条予算になるものでございますが、

先ほど申し上げましたように第４条予算の工事請負費では、ポンプ施設等の更新にかかわり、同額の増額といた

しまして補正をするものでございまして、補正額２９９万３，０００円増の資本的支出総額１億９，８０５万２，

０００円とするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 質疑を行います。委員より御質問がありますか。よろしいですかね。 

ないようですので、討論に入ります。討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２６号平成２３年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２６号平成２３年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）につい

ては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

 それでは以上をもって議案の関係については審議を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

陳情６月第１号 最低賃金の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める意見書を国に提出する 

ことを求める陳情 

○委員長 続きまして、継続となっておりました陳情案件を議題といたします。６月の定例会の時にですね、最
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低賃金の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める意見書を国に提出することを求める陳情と

いうことで、６月の定例会では継続審議ということで処理をされておりますが、この件を議題といたします。事

務局でもう一度文書表を配ります。 

○中原輝明委員 これは何で継続にされただ、内容は。 

○委員長 これはね、最低賃金を決めるのは県が決めるもんですから、それに対してですね、ちょうどきょうの

読売新聞で確認しましたが、時給が長野県は１円上がりまして６９４円、最低賃金ね。全国平均が７３７円とい

うことに結果的になっておりますので、そこらを検討をいただきます。あと近隣の市の状況を調べてありました

ら、事務局、お願いします。 

○庶務係主事 同様の陳情と請願がですね、合わせて６市に出ておりまして、採択をしたのが岡谷市と諏訪市、

趣旨採択ということで佐久市、不採択が長野市、松本市、上田市。 

○中原輝明委員 ちょっと副市長に聞くが、今、市役所の中の賃金は幾らにしてるだ。そんなような状況の人の

賃金は。 

○副市長 時給七百幾ら。ちょっと待ってください、正確な、ちょっとだれか人事に聞いてくれない。臨時職員

の賃金、１時間当たりの賃金。ちょっと待ってください。 

 ７９０円です。いいです。一般事務が７９０円。保育士、司書、栄養士が８９０円。調理員、図書館事務が８

３０円。あとは、ちょっと特殊、保健師とか介護士とか。 

○中原輝明委員 はい、いいです。 

○委員長 西條委員どうですか。 

○副委員長 趣旨採択。 

○委員長 趣旨採択。横沢委員どうですか。 

○横沢英一委員 私もちょっとよく何とも言えないんですが、世の中の景気がまだ、そこら辺のあれもあるもん

でね、前回もそこら辺だったと思うんですよね、継続審査になったのがですね。ちょっとそこら辺を明確にして

おいたほうが、この間、要はなぜ継続にしたかっていう部分があれだもんですから、ちょっとそこら辺をある程

度理由づけをしといたほうが、後でいいような、委員長も吸い上げやすいような気がするんですが。 

○委員長 青木委員どうでしょうか。 

○青木博文委員 こういう経済情勢なんで、意味はわかりますが可決ってわけにはいかないんで、趣旨の採決く

らいでどうですかね、幅もって。 

○委員長 中村委員。 

○中村努委員 趣旨採択で、意見書は出さないということで。 

○委員長 塩原委員。 

○塩原政治委員 自分も中村委員に、基本的には、これは雇用者側と企業側との問題が絡んでるっていう話も聞

きますので、今のこの不景気の時にっていう話がついてたもんで、今の線でいいじゃないかなと思います。 

○委員長 中原委員。 

○中原輝明委員 おれ、わからない。みんなの御意見に従うまでだ。 

○委員長 それでは、長野県下でも趣旨採択というところがありますんで、各委員の意見をまとめますと、こう
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いう雇用の問題、それから最低賃金ということで苦しい時期ではございますけれども、組合、あるいは経営者側

に立つとなかなかその判断は難しいということですが、それでは、これの願いの願意を認めて趣旨採択とする方

は、挙手をお願いをいたします。 

〔挙手多数〕 

○委員長 ありがとうございました。それでは、陳情６月第１号につきましては、趣旨採択ということで決しま

した。ありがとうございました。それでは、意見書は出さないという形で。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

その他 

○委員長 それでは次に進みます。その他でありますが、市長部局のほうから何かありますか。 

○建設課長 資料の配付、よろしいでしょうか。 

○委員長 はい。事務局お願いします。 

○建設課長 それではよろしくお願いします。去る８月２５日、大雨がございまして、その被害報告について御

報告させていただきます。２番目に市内の降雨状況ということで塩尻消防署から宗賀支所ということで２４時間

雨量を表示させてございます。かなりちょっといろいろばらつきがございますので。それに伴いまして被害が市

内で５件ございました。のり面決壊が下小曽部、道路冠水、下西条、土砂流出ということで下西条、勝弦、奈良

井でございまして、合計２５０万円の被害が出ました。つきましては、この被害につきまして、被害復旧につき

まして、早急に復旧をするものですから、また１２月補正で対応させていただきたいものですから、よろしくお

願いいたします。以上です。 

○委員長 ただいま８月２５日の大雨にかかわるものについては、１２月の補正でお願いをしたいということで

報告がございましたが、聞きおくということでよろしゅうございますか。 

○中原輝明委員 小曽部のところは、こんなことでできる。 

○建設課長 担当の係長のほうから。 

○建設係長 下小のところにつきましては、丸太角をもう既に防護しまして、それで復旧する予定でございます

のでお願いします。 

○中原輝明委員 わかったが、大丈夫かな。ま、了解だ。 

○委員長 ほかには、よろしいですかね。それでは報告を受けたということで、その他については処理をしてま

いります。 

 それではあと、閉会中の審査。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

○経済事業部長 議会閉会中にですね、経済事業部、建設事業部、水道事業部にかかわる件につきまして、審議

する必要が生じた場合にですね、委員会の開催をお願いしたいということで、継続審査、よろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長 ただいま、閉会中の継続審査の関係について申し出がありましたが、委員のほうは御異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議ないということですので、議長のほうへ閉会中の継続審査の旨を伝えておきます。 

審査の結果の報告については、委員長に一任をお願いしたいと思います。 

以上ですべての議案が終わりましたので、理事者のほうからあいさつがあれば、お願いをいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○副市長 一言お礼を申し上げます。２日間にわたりまして活発な御論議をいただきまして、幾つかの御提言、

それから御意見を賜りました。大変ありがとうございました。すべての提出した議案に対しまして御審査をいた

だき、御同意をいただいたということで厚く御礼を申し上げます。なお、いただいた意見につきましては、これ

からの市政の中で十分に生かしてまいりたいと考えております。 

 また、ただいまその他の事項で申し上げましたとおり、近年、集中豪雨等によります災害が各地で発生をして

おります。これからも秋の長雨シーズン等に入りますので、私どもは、災害がもし、未然に防ぐことはもちろん

でございますけれども、発生をした際にはまた議会の皆さんに御連絡を申し上げながら、適切に対処してまいり

たいと思いますので、あわせてよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。 

○委員長 以上をもちまして、９月定例会経済建設委員会を終了といたします。大変御苦労さまでございました。 

午後２時５０分 閉会 
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